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【
要
約
】
　
現
在
の
ド
イ
ツ
は
、
日
本
な
ど
と
異
な
り
、
財
団
の
活
動
が
活
発
で
あ
る
。
そ
の
淵
源
は
す
で
に
近
世
に
見
い
だ
せ
る
。
し
か
し
近
世
ド
イ
ツ

の
財
団
・
基
金
の
歴
史
は
、
ほ
と
ん
ど
未
開
拓
の
分
野
で
あ
る
。
将
来
宗
派
・
地
域
史
の
観
点
か
ら
財
団
に
関
す
る
比
較
研
究
を
行
う
た
め
に
、
そ
の
第

一
歩
と
し
て
ル
タ
ー
派
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
財
団
史
を
考
察
し
た
。
財
団
の
種
類
は
お
お
む
ね
福
祉
財
団
と
助
成
財
団
に
分
か
れ
た
。
財

団
を
通
じ
た
民
間
の
支
援
活
動
は
近
世
末
に
は
す
で
に
日
常
風
景
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
、
公
文
書
館
史
料
か
ら
確
認
で
き
た
。
つ
ぎ
に
支
援
活
動

に
私
財
を
投
じ
た
発
起
人
た
ち
の
動
機
を
調
べ
る
た
め
に
、
彼
ら
に
捧
げ
ら
れ
た
追
悼
説
教
を
考
察
し
た
。
故
人
の
名
誉
を
顕
彰
す
る
機
会
で
あ
る
追
悼

説
教
で
、
地
域
貢
献
を
誇
示
し
た
い
わ
け
あ
り
の
貴
族
や
市
民
階
級
が
、
自
ら
の
基
金
に
よ
る
支
援
活
動
を
積
極
的
に
語
ら
せ
た
。
い
っ
ぽ
う
君
侯
や
貴

族
は
そ
れ
を
伏
せ
る
か
、
常
套
的
に
済
ま
す
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。
前
者
の
動
機
が
時
代
と
と
も
に
優
越
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
を
立
て
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
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第
【
章
問
題
の
所
在

　
二
〇
；
一
年
春
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ア
ン
ド
レ
ア
・
ザ
イ
ベ
ル
は
、
二
〇
＝
一
年
も
ド
イ
ツ
で
財
団
が
順
調
に
発
展
し
た
こ
と
を
好
意
的

　
　
　
　
①

に
評
価
し
た
。
彼
女
の
報
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
は
総
計
ほ
ぼ
警
守
の
財
団
が
あ
り
、
二
〇
＝
一
年
だ
け
で
新
た
に
六
四

五
の
財
団
が
新
設
さ
れ
た
。
一
日
平
均
ほ
ぼ
二
つ
の
ペ
ー
ス
で
新
た
な
財
団
が
生
ま
れ
た
計
算
に
な
る
。
国
民
一
〇
万
人
当
た
り
に
二
四
の
財
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②

団
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
は
日
本
に
関
す
る
同
種
の
統
計
を
知
ら
な
い
が
、
財
団
の
活
動
に
関
し
て
は
ド
イ
ツ
に
大
き
く
水
を
あ
け

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
も
つ
。
政
府
広
報
は
し
ば
し
ば
国
民
に
財
団
の
メ
リ
ッ
ト
を
説
き
、
財
団
の
設
立
を
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
そ
れ

に
対
す
る
反
応
は
至
っ
て
鈍
い
。

　
財
団
と
は
、
民
間
人
や
企
業
な
ど
の
民
聞
の
団
体
が
基
金
を
拠
出
し
、
利
息
を
使
っ
て
特
定
目
的
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
目
指
す
団
体
で
あ
る
。

目
的
と
し
て
は
各
種
福
祉
の
増
進
、
学
術
助
成
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
、
文
化
財
保
護
な
ど
が
あ
る
。
使
途
に
つ
い
て
は
発
起
人
が
自
由
に
決
め
る

こ
と
が
で
き
、
ド
イ
ツ
で
は
財
団
の
基
金
や
利
息
は
課
税
の
対
象
外
と
な
る
。
つ
ま
り
税
金
を
払
っ
て
も
納
税
者
は
そ
の
使
途
を
指
定
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
が
、
そ
の
お
金
で
財
団
を
設
立
す
れ
ば
使
途
を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
財
団
が
発
展
し
て
い
る
と
こ
と
で
は
、

国
民
が
寄
付
や
贈
与
に
前
向
き
で
あ
り
、
そ
の
恩
恵
に
預
か
る
チ
ャ
ン
ス
も
大
き
い
。
い
っ
ぽ
う
日
本
で
は
多
く
の
国
民
の
関
心
は
第
一
に
自

分
自
身
の
た
め
の
貯
蓄
に
あ
り
、
財
団
の
設
立
は
思
う
よ
う
に
進
ま
な
い
。
欧
米
と
違
い
、
日
本
で
は
寄
付
や
贈
与
の
文
化
が
な
か
な
か
根
付

か
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
嘆
か
れ
る
。
寄
付
や
贈
与
に
見
ら
れ
る
ド
イ
ツ
と
日
本
の
違
い
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
文
化
的
背
景
に
由
来
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
寄
付
に
対
す
る
温
度
差
は
、
歴
史
研
究
の
課
題
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
国
家
と
財
団
の
関
係
と
い
う
点
で
、
国
は
歳
出
削
減
の
た

め
に
福
祉
や
教
育
支
援
に
民
問
の
資
金
を
呼
び
込
み
た
い
と
い
う
欲
求
を
つ
ね
に
も
つ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
財
団
の
繁
茂
を
野
放
し
に
す
れ
ば
、

税
収
の
減
少
を
招
く
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
立
た
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
国
は
法
制
・
税
制
の
両
面
か
ら
財
団
の
成
立
を
極
力
抑
え
よ
う
と
す
る

習
性
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
勘
案
し
、
先
の
記
事
を
寄
稿
し
た
ザ
イ
ベ
ル
は
、
財
団
を
強
権
国
家
に
対
す
る
市
民
的
不
服
従
の
表
現
と

　
　
　
　
　
　
　
④

見
な
し
て
さ
え
い
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
に
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
で
財
団
が
思
う
よ
う
に
発
展
し
な
い
と
い
う
事
実
に
、
経
済
史
的
な

課
題
を
超
え
た
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
貧
弱
な
寄
付
文
化
に
、
日
本
の
市
民
社
会
の
未
成
熟
と
巨
額
の
国
家
債
務
の
悪
循
環
を
見

て
取
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
財
団
の
発
展
が
思
う
よ
う
に
進
ま
な
い
日
本
で
あ
る
が
、
近
世
に
は
多
く
の
基
金
が
存
在
し
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
こ
の
伝
統
は
、
む
し
ろ
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明
治
政
府
の
欧
化
政
策
と
と
も
に
途
絶
し
て
し
ま
う
。
イ
ギ
リ
ス
史
の
金
澤
周
作
に
よ
る
と
、
明
治
政
府
は
日
本
の
寄
付
文
化
の
脆
弱
を
自
覚

し
、
欧
米
の
財
団
制
度
を
学
ぶ
た
め
に
し
ば
し
ば
欧
米
に
使
節
や
学
者
を
派
遣
し
た
。
こ
れ
ら
の
渡
航
者
は
欧
米
の
寄
付
文
化
の
充
実
に
目
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

見
張
り
、
そ
れ
を
極
め
て
高
く
評
価
す
る
の
が
つ
ね
で
、
そ
の
利
点
に
関
す
る
印
象
的
な
報
告
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
B
本
で
欧

米
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
寄
付
文
化
が
興
隆
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
寄
付
文
化
の
確
た
る
伝
統
を
も
つ
欧
米
を
範
と
仰
い
だ
日
本
で
、
そ

れ
ま
で
の
薗
生
の
寄
付
文
化
が
萎
縮
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
に
間
違
い
な
く
二
つ
の
重
要
な
研
究
課
題
が
潜
ん
で
い
る
。
一
つ
は
欧
米
と
日
本
の
寄
付
文
化
の
問
に
、
寄
付
の
動
機
、
様
式
、
機
能

の
点
で
い
か
な
る
違
い
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
寄
付
文
化
の
本
家
を
範
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
前
の
寄
付
文
化
が

衰
退
し
て
し
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、
日
本
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
受
容
に
何
か
偏
り
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
浮
か
ぶ
。
本

稿
で
は
第
一
の
課
題
と
取
り
組
み
た
い
。
時
代
的
に
は
日
本
に
も
独
自
の
基
金
が
あ
っ
た
時
代
と
の
並
行
関
係
を
意
識
し
、
特
に
近
世
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
寄
付
文
化
を
対
象
と
す
る
。

　
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
寄
付
文
化
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、
特
定
の
部
門
に
特
化
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
最
も
研
究
が
集
申
し

た
の
は
福
祉
部
門
で
、
そ
れ
は
救
貧
と
呼
ば
れ
た
。
行
政
が
行
う
公
的
救
貧
と
は
別
に
、
民
間
が
担
う
私
的
救
貧
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ま
た
大
学
生
の
助
成
に
関
す
る
研
究
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
学
生
の
出
身
都
市
や
大
学
を
単
位
と
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
特
定
部
門
を

越
え
、
寄
付
文
化
を
総
体
と
し
て
扱
う
に
は
、
地
域
・
宗
派
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
近
世
に
お
い
て
は
寄
付
文
化
の
宗
派
比
較
と
い

う
視
点
が
将
来
的
に
見
て
有
効
に
な
る
は
ず
だ
。
理
由
の
一
つ
は
、
資
本
主
義
精
神
の
由
来
と
い
う
心
性
史
上
の
課
題
を
宗
派
比
較
の
観
点
か

ら
考
察
し
た
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
、
政
治
史
・
国
難
史
的
な
視
座
か
ら
宗
派
的
な
発
展
を
相
対
化
し
た
近
年
の
宗
派
化
論
ま
で
、
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

実
に
近
世
史
研
究
は
宗
派
比
較
と
い
う
柱
を
共
有
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
一
宗
派
で
あ
っ
て
も
地
域
に
よ
る
偏
差
が
大
き
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宗
派
だ
け
で
な
く
地
域
と
い
う
い
ま
一
つ
の
限
定
を
設
け
た
い
。
理
由
の
二
つ
め
と
し
て
、
経
験
的
に
見
て

寄
付
の
重
点
領
域
や
優
先
順
位
が
、
宗
派
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
寄
付
文
化
の
宗
派
・
地
域
比
較
と
い
う
課
題
の
出
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発
点
と
な
る
事
例
研
究
と
し
て
、
こ
こ
で
は
近
世
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
財
団
史
と
取
り
組
む
。
宗
派
と
し
て
は
ル
タ
ー
派
地
域

の
寄
付
文
化
が
問
題
に
な
る
。

　
考
察
の
手
順
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
沿
革
を
略
述
す
る
。
つ
ぎ
に
財
団
に
よ
る
民
間
の
支
援
活
動

の
裾
野
の
広
さ
を
実
感
す
る
た
め
に
、
救
貧
を
例
に
と
り
、
行
政
に
よ
る
公
的
な
救
貧
と
民
間
の
私
的
な
救
貧
の
占
め
る
比
重
を
資
金
総
額
の

比
較
を
通
じ
て
考
察
す
る
。
公
的
な
救
貧
に
劣
ら
ぬ
私
的
な
救
貧
の
充
実
振
り
、
後
者
が
前
者
を
確
実
に
補
完
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

ろ
う
。
つ
づ
い
て
財
団
の
支
援
活
動
を
考
察
す
る
。
近
世
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
財
団
の
活
動
は
、
主
と
し
て
救
貧
事
業
と
各
種
の

就
学
支
援
に
絞
ら
れ
る
。
二
つ
の
重
点
領
域
に
沿
っ
て
、
財
団
の
活
動
を
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
説
明
す
る
。
さ
ら
に
財
団
発
起
人
の
た
め
の

追
悼
説
教
を
考
察
す
る
。
単
に
財
団
の
活
動
を
把
捉
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
史
料
の
分
析
を
通
じ
て
財
団
設
立
の
動
機
と
い
う
心
理
的
要
因

に
一
歩
踏
み
出
す
。
近
世
の
ル
タ
ー
派
世
界
に
広
く
普
及
し
た
追
悼
説
教
は
、
死
者
や
そ
の
遺
族
の
意
向
を
強
く
反
映
す
る
。
し
か
し
当
然
葬

儀
や
埋
葬
に
立
ち
会
う
会
衆
の
視
線
に
も
配
慮
が
な
さ
れ
る
。
財
団
発
起
人
の
追
悼
説
教
に
は
、
寄
付
と
い
う
行
為
に
対
す
る
自
己
認
識
ば
か

り
か
他
者
評
価
も
垣
間
見
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
追
悼
説
教
の
分
析
を
通
じ
て
寄
付
に
対
す
る
当
時
の
社
会
的
な
評
価
に
迫
り
た
い
。
ブ
ラ
ウ

ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
の
居
城
が
あ
っ
た
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
市
に
は
、
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
・
ア
ウ
グ
ス
ト
図
書
館
と
い
う
伝
統
あ
る
諸
侯

図
書
館
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
所
蔵
す
る
追
悼
説
教
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
あ
る
。
財
団
の
存
在
を
知
り
、
発
起
人
を
突
き
止
め
、
そ
の
追
悼
説
教

を
探
す
と
い
う
～
連
の
作
業
が
、
こ
こ
で
は
容
易
に
進
め
ら
れ
る
。
寄
付
文
化
の
宗
派
・
地
域
比
較
史
の
出
発
点
に
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク

公
国
を
選
ん
だ
最
大
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
最
後
に
こ
こ
で
得
ら
れ
た
成
果
と
日
本
近
世
の
基
金
の
比
較
か
ら
、
二
つ
の
寄
付
文
化
の
異
同

に
関
し
て
一
つ
の
試
論
を
行
い
た
い
。
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ω
厳
8
5
ぴ
Q
象
①
P
岡
罠
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閃
き
N
、
＜
。
旨
旨
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』
9
ζ
貯
N
卜
。
O
二
二
〇
＝
二
年
の

　
ド
イ
ツ
の
財
団
の
概
況
を
総
括
す
る
も
の
と
し
て
、
ω
瓜
田
§
ぴ
q
窪
帯
ゆ
q
Φ
p
ぎ
紆
鉱

一
魯
器
ロ
煽
営
一
〇
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讐
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閃
戦
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α
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Φ
ぼ
①

　
N
①
目
窪
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ぼ
q
く
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ヨ
∪
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ω
ρ
ω
Φ
讐
①
営
ぴ
霞
N
O
一
野
ψ
一
9

②
Q
り
無
8
冨
＠
q
Φ
冨
ρ

③
財
団
制
度
や
財
団
の
発
展
史
に
つ
い
て
の
概
観
は
、

ω
財
自
誓
鼠
貫
男
ロ
凛
Φ
∩
評
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菖
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田
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．

④
ω
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冨
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冨
戸

⑤
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え
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大
塩
ま
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み
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陰
徳
の
豪
商
」
の
救
貧
思
想
江
戸
時
代
の
フ
ィ

　
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
轡
房
、
二
〇
～
二
年
”
桜
井
栄
治
咽
贈
与
の
歴
史

　
学
　
儀
礼
と
経
済
の
あ
い
だ
㎞
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
　
　
年
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⑥
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助
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。
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史
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ク
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弟
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イ
ン
リ

　
ヒ
・
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
地
域
性
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
を
展
開
し
て

　
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
地
域
性
と
い
う
観
点
か
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
資
本
主
義
テ
ー

　
ぜ
に
も
批
判
を
加
え
る
。
ω
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肉
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ミ
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ω
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ロ
N
O
O
ρ
ψ
ω
㎝
一
1
ω
α
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近
世
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
は
、
中
世
の
ザ
ク
セ
ン
大
公
領
の
地
に
発
す
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
ェ
ン
家
出
身
の
初
の
ザ
ク
セ
ン
大
公
と
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な
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
偲
傲
公
（
在
位
、
一
＝
一
毛
－
＝
三
九
年
）
の
後
を
継
い
だ
ハ
イ
ン
リ
ヒ
獅
子
公
（
在
位
、
＝
三
九
－
一
～
八
○
年
）
は
、

父
据
傲
公
が
一
＝
二
八
年
に
国
王
コ
ン
ラ
ー
ト
三
世
と
対
立
し
て
失
っ
た
大
公
領
を
＝
四
二
年
に
取
り
戻
し
た
。
北
ド
イ
ツ
で
獅
子
公
の
地

位
が
強
大
化
す
る
の
を
危
惧
し
た
皇
帝
が
、
こ
の
地
の
貴
族
の
獅
子
公
に
対
す
る
抵
抗
を
受
け
て
、
＝
八
○
年
に
獅
子
公
に
向
か
っ
て
全
世

襲
領
地
と
封
土
の
剥
奪
を
宣
告
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
ハ
イ
ン
リ
ヒ
獅
子
公
の
失
脚
」
と
と
も
に
、
ザ
ク
セ
ン
大
公
領
は
ゲ
ル
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
で
分

割
さ
れ
、
西
部
が
ケ
ル
ン
大
司
教
、
東
部
が
ア
ス
カ
ニ
ア
家
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
獅
子
公
は
一
一
八
一
年
に
エ
ア
フ
ル
ト
の

集
会
で
皇
帝
に
屈
服
し
、
上
ヴ
ェ
1
ザ
i
・
下
エ
ル
ベ
間
の
か
つ
て
の
世
襲
の
領
地
を
取
り
戻
し
た
。

　
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
日
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
公
国
の
設
立
は
＝
一
三
五
年
、
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
が
獅
子
公
の
孫
オ
ッ
ト
ー
小
児
公

を
帝
国
諸
侯
身
分
に
取
り
立
て
た
こ
と
に
発
す
る
。
二
一
六
七
年
に
は
大
公
領
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
侯
国
と
り
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
侯
国
へ

の
分
劇
が
、
オ
ッ
ト
ー
小
児
公
の
息
子
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
と
ヨ
ハ
ン
の
間
で
行
わ
れ
た
。
公
国
は
さ
ら
に
併
合
、
分
割
を
繰
り
返
し
、
リ
ュ
ー
ネ

ブ
ル
ク
系
統
、
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ユ
ッ
テ
ル
系
統
（
一
四
三
二
年
頃
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
が
帝
国
都
市
待
遇
の
地
位
を
得
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ア

イ
ク
系
統
の
大
公
の
居
城
が
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
に
移
っ
た
こ
と
に
よ
る
）
、
カ
レ
ン
ブ
ル
ク
系
統
の
三
家
に
分
か
れ
た
（
地
図
－
参
照
）
。
以
下

で
は
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
系
統
の
歴
史
が
問
題
に
な
る
。

　
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ブ
ー
ゲ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
努
力
に
よ
っ
て
一
五
二
八
年
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
市
に
宗
教
改
革
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
カ

ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
頑
な
に
固
執
す
る
小
ハ
イ
ン
リ
ヒ
公
（
在
位
、
一
五
一
四
⊥
五
六
八
年
）
の
意
思
に
反
し
て
行
わ
れ
た
。
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ

ン
同
盟
が
小
ハ
イ
ン
リ
ヒ
公
を
追
放
し
て
一
時
的
に
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
公
領
を
支
配
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
（
一
五
四
二
－
一
五
四
七

年
）
、
最
終
的
に
一
五
六
八
年
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
支
持
す
る
息
子
の
ユ
リ
ウ
ス
公
（
在
位
、
一
五
六
八
－
一
五
八
九
年
目
が
即
位
し
、
ヴ
ォ
ル
フ

ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
公
領
に
宗
教
改
革
が
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
ユ
リ
ウ
ス
公
は
彼
の
父
同
様
そ
の
後
も
皇
帝
を
支
持
し
つ
づ
け
た
。
一
五
七
六

年
に
は
領
内
に
ヘ
ル
ム
シ
ュ
テ
ッ
ト
大
学
が
創
設
さ
れ
る
。

　
三
十
年
戦
争
中
の
一
六
三
四
年
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ウ
ル
リ
ヒ
公
が
継
嗣
を
残
さ
ず
に
没
し
、
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
系
統
の
直
系
は
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途
絶
え
た
。
相
続
順
位
に
従
え
ば
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
系
統
か
ら
跡
継
ぎ
を
迎
え
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
公

領
で
は
傍
系
の
ダ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
家
か
ら
小
ア
ウ
グ
ス
ト
公
が
迎
え
ら
れ
即
位
し
た
（
在
位
、
一
六
三
五
－
一
六
六
六
年
）
。
一
六
四
三
年
に
よ
う

や
く
小
ア
ウ
グ
ス
ト
公
は
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
の
居
城
に
入
り
、
当
地
に
彼
の
名
に
ち
な
ん
だ
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
・
ア
ウ
グ
ス
ト
図
書
館

を
創
設
し
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
市
は
自
由
市
の
待
遇
を
享
受
し
た
が
、
た
び
た
び
歴
代
公
の
包
囲
に
あ
っ
た
。
最
終
的
に
一
六
七
一

年
市
は
占
領
さ
れ
、
結
局
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
系
統
の
単
独
所
有
に
入
り
、
聖
楽
都
市
と
な
っ
た
。

　
以
後
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
聾
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
公
国
の
歴
史
を
、
公
国
が
消
滅
す
る
㎝
九
一
八
年
ま
で
概
観
し
た
い
。
公

国
は
バ
ロ
ッ
ク
期
の
ア
ン
ト
ン
・
ウ
ル
リ
ヒ
公
（
在
位
、
～
六
八
五
⊥
七
一
四
年
）
の
時
代
に
最
盛
期
を
迎
え
る
。
カ
ー
ル
一
世
公
（
在
位
、
一

七
三
五
－
一
七
八
○
年
）
の
時
代
に
は
重
商
主
義
と
啓
蒙
絶
対
主
義
の
精
神
の
下
、
一
連
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
（
地
図
∬
参
照
）
。
一
八
〇
六
年
、

カ
～
ル
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
公
（
在
位
、
一
七
八
○
－
一
八
〇
六
年
目
が
ア
ウ
エ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
戦
い
の
負
傷
が
原
因
で

没
す
る
と
、
公
国
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
、
彼
の
弟
ジ
ェ
ロ
ー
ム
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
王
国
に
編
入
さ
れ
た
（
「
八
〇
七
－

一
八
一
三
年
）
。
一
八
一
〇
年
に
は
ジ
ェ
ロ
ー
ム
王
に
よ
っ
て
ヘ
ル
ム
シ
ュ
テ
ッ
ト
大
学
が
閉
鎖
さ
れ
る
。
一
八
＝
二
年
に
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ

イ
ク
公
国
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
公
の
手
に
戻
っ
た
が
、
一
八
一
五
年
に
公
が
戦
死
す
る
と
、
公
国
は
摂
政
宮
の
、
そ
の
専
一
八

二
〇
年
か
ら
一
八
二
三
年
ま
で
は
英
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
心
事
の
後
見
支
配
下
に
置
か
れ
た
。
一
八
二
一
二
年
の
カ
ー
ル
三
世
の
即
位
か
ら
、
一
八
七

一
年
の
ド
イ
ツ
統
｝
を
越
え
て
存
続
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
は
、
最
後
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
ウ
グ
ス
ト
公
（
在
位
、
一
九
一
三
⊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

九
｝
八
年
）
が
一
九
一
八
年
＝
月
八
日
に
労
兵
評
議
会
の
退
位
証
書
に
署
名
し
た
こ
と
で
、
そ
の
歴
史
の
幕
を
閉
じ
た
。

　
本
稿
の
課
題
に
と
っ
て
必
要
に
な
る
人
口
史
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
最
後
に
附
言
し
た
い
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
邦
の
地
区
台
帳
に

記
載
さ
れ
て
い
る
人
口
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、
一
七
七
四
年
が
一
四
七
一
〇
四
人
、
一
七
九
八
年
半
一
八
九
六
二
三
人
、
一
八
二
三
年
が
二

三
三
〇
九
四
人
と
な
る
。
す
べ
て
の
地
区
の
人
口
調
査
が
こ
の
年
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
概
数
で
あ
っ

て
、
端
数
に
意
味
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
一
七
七
四
年
が
一
五
万
、
一
七
九
八
年
が
一
九
万
、
一
八
二
三
年
が
一
瓢
二
万
人
目
ひ
と
ま
ず
押
さ
え

8　（438）
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②

て
お
き
た
い
。

①
　
以
上
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
通
史
の
記
述
は
、
主
と
し
て
以
下
の

　
論
稿
に
依
っ
た
。
国
9
蒔
｝
o
ω
①
℃
動
じ
碧
α
①
ω
o
Q
①
ω
〇
三
〇
簿
Φ
Φ
β
ω
o
菖
Φ
ゆ
瓢
。
ず

　
カ
8
拝
く
Φ
臥
器
霊
超
¢
豪
く
①
「
≦
聾
§
α
q
」
『
竃
。
気
門
8
牌
、
国
。
冨
註
（
国
瞬
）
．

　
し
ロ
ミ
ミ
嵩
忠
ミ
鳴
膏
詠
q
ぎ
ト
“
㌔
ミ
翁
馨
8
ミ
S
尉
帖
ミ
　
S
ミ
ミ
篤
簿
’
ゆ
建
⊆
器
。
ロ
妻
Φ
凝

　
6
刈
¢
ω
’
ω
．
Φ
同
山
O
㊤
．
こ
こ
で
は
、
ω
■
①
〒
Φ
N

②
甘
露
欝
戸
井
臼
ヨ
鋤
昼
O
§
、
N
覧
6
ミ
慧
題
9
ぎ
鴨
鳶
§
隷
、
勢
譜
恥

　
し
ロ
ミ
ミ
嵩
鼻
ミ
鳴
齢
し
u
9
一
F
b
の
．
国
臨
血
①
ω
ロ
皿
ヨ
一
霧
Q
◎
．

い
ミ
ミ
題
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第
三
章
　
公
的
支
援
と
私
的
支
援

　
近
年
の
研
究
は
、
西
欧
で
は
社
会
的
な
関
心
事
が
行
政
よ
り
も
民
間
の
私
的
な
資
金
か
ら
よ
り
多
く
支
援
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
る
。
こ
の
事
実
が
特
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
救
貧
部
門
で
あ
る
。
救
貧
の
た
め
の
私
的
資
金
は
公
的
な
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
一
八
世
紀
後
半
、
一
九
世
紀
前
半
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
か
ら
も
確
証
が
得
ら
れ
る
。
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
立
公
文
書
館

に
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
市
と
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
市
の
双
方
に
施
設
が
あ
る
貧
民
救
済
公
庫
の
収
支
計
算
書
が
保
管
さ
れ
て

　
⑤

い
る
。
公
が
執
務
を
行
う
公
国
最
大
の
都
市
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
と
、
公
の
居
城
が
置
か
れ
た
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
を
フ
ィ
ー
ル

ド
と
す
る
貧
民
救
済
公
庫
は
、
カ
ー
ル
・
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
公
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
公
の
金
庫
か
ら
の
資
金
提
供
以
外

に
芝
暦
の
興
行
や
名
所
旧
跡
の
認
可
料
と
い
っ
た
比
較
的
公
共
性
の
高
い
資
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
。
経
無
難
に
陥
っ
た
と
き
市
民
の
納
め
る

救
貧
税
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
と
し
て
は
公
的
性
格
の
最
も
高
い
、
規
模
の
点
で
も
最
大
の
救
貧
施
設
で

あ
っ
た
。
い
ま
こ
の
貧
民
救
済
公
庫
の
収
支
計
算
書
を
使
い
、
公
的
な
救
貧
機
関
の
出
納
状
況
を
把
握
し
た
い
。
さ
し
あ
た
り
会
計
年
度
と
歳

入
・
歳
出
額
を
拾
う
と
表
1
の
よ
う
に
な
る
。

　
表
か
ら
は
貧
民
救
済
公
庫
の
予
算
が
多
少
の
変
動
は
あ
る
と
し
て
も
年
々
増
加
し
た
こ
と
、
と
り
わ
け
一
八
四
〇
年
代
に
急
増
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
一
八
四
四
／
五
年
の
会
計
年
度
に
約
三
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
赤
字
が
「
確
定
額
の
救
貧
税
」
に
よ
っ
て
補
愼
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来
救
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②

貧
税
は
都
市
行
政
に
よ
っ
て
定
期
的
に
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
市
は
一
八
四
一
年
に
救
貧
条
例
を
発
布
し
た
。
救
貧
条
例
は
近
世
来
し
ば
し
ば
公
布
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら

は
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
の
救
貧
行
政
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
一
八
四
一
年
の
救
貧
条
例
が
こ
れ
ま
で
の
も
の
と

異
な
る
の
は
、
そ
れ
が
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
内
の
貧
者
を
支
援
す
る
私
的
な
財
団
の
多
く
を
、
そ
の
資
金
、
場
合
に
よ
っ
て
は
利
率

と
も
ど
も
列
挙
す
る
点
で
あ
る
。
一
八
○
○
年
以
前
は
七
つ
の
福
祉
財
団
が
数
え
ら
れ
、
そ
の
総
資
金
は
八
一
七
〇
タ
ー
ラ
ー
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。
利
率
は
た
い
て
い
当
時
の
法
定
利
率
で
あ
る
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
年
の
利
息
は
四
〇
八
タ
ー
ラ
ー
一
六
グ
ロ

ッ
シ
ェ
ン
で
、
こ
れ
が
私
的
な
救
貧
の
運
営
資
金
で
あ
っ
た
。
こ
の
額
は
表
1
に
示
し
た
一
八
○
○
年
以
前
の
貧
民
保
護
の
た
め
の
公
的
資
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ほ
ぼ
同
額
か
、
そ
れ
以
上
で
あ
る
。
一
八
○
○

表1

年　度 歳　入 歳　出

Taler Gr， Pf． Taler Gr． Pf，

1787／8 800 16 1 567 ll 10

1788／9 8 20 2 190 4
一

1789／90 213 2
一

210 16 11

1791／2 213 5 4 196 6 10

1793／4 223 14 8 223 8 6

1797／8 259 23 8 449 9 4

1823／4 597 16
一

399 16 6

1824／5 742 9 6 516 9 4

1825／6 1123 18 8 819 10
一

1826／7 1151 8 8 912 10 11

1827／8 l144 1 9 987 1 4

1834／5 993 22 6 819 20 4

1844／5 7185 23 8 7185 23 8

1845／6 3858 9 4 7425 3 8

1846／7 4131 5 4 7154 3 8

1847／8 4142 20 4 7556 16 8

1848／9 4246 9 4 7636 16 8

貨幣の単位はターラー／グロッシェン／プフェニヒ。ここでは

1ターラーr24グロッシェン，1グロッシェン＝12プフェニヒ

年
以
降
は
さ
ら
に
九
つ
の
福
祉
財
団
が
新
た
に
設

立
さ
れ
た
。
い
ま
や
合
計
一
六
財
団
で
総
資
金
は

二
〇
二
六
六
タ
ー
ラ
ー
に
上
っ
た
。
や
は
り
利
率

を
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
と
、
年
間
の
利
息
は
一

〇
＝
ニ
タ
ー
ラ
i
一
〇
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
八
プ
フ
ェ

ニ
ヒ
に
達
し
た
。
こ
の
救
貧
条
例
が
発
布
さ
れ
た

｝
八
四
一
年
の
時
点
で
考
え
る
と
、
福
祉
財
団
の

運
営
資
金
に
な
る
利
息
の
総
額
は
貧
民
救
済
公
庫

の
当
時
の
予
算
に
匹
敵
す
る
か
、
や
は
り
そ
れ
以

上
で
あ
っ
た
。

　
近
世
の
救
貧
事
業
を
公
私
の
二
領
域
に
画
然
と
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分
け
る
の
は
難
し
い
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
云
え
る
。
近
世
社
会
の
貧
困
率
は
高
く
、
そ
こ
に
は
様
々
な
出
自

を
も
つ
救
貧
施
設
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
資
金
を
比
較
し
た
二
つ
の
タ
イ
プ
の
慈
善
施
設
は
、
公
私
の
線
分
の
両
極
に
位
置
す
る
。
そ
の
間
に
は

い
く
つ
も
施
設
が
並
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
比
較
は
目
安
以
上
の
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
民
間
の
支
援
活
動
の

裾
野
の
広
さ
は
十
分
に
実
感
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

①
冒
器
．
カ
。
び
。
昌
、
ミ
ミ
墜
§
織
職
§
ミ
§
§
§
茜
ミ
。
譜
ミ
両
ミ
魯
魯

　
O
弩
酵
径
ひ
q
Φ
H
O
O
♪
署
．
一
ω
雫
一
癖
紳
邦
語
で
は
、
金
澤
周
作
『
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
イ

　
ギ
リ
ス
近
代
㎞
京
都
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
。

②
こ
の
救
貧
施
設
は
一
七
八
七
年
に
カ
ー
ル
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ

　
ン
ト
公
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
。
纂
奪
期
闘
に
は
公
的
な
財
源
か
ら
の
助
成
が
行

　
わ
れ
ず
そ
の
機
能
を
停
止
し
た
が
、
一
八
二
三
年
に
ふ
た
た
び
組
織
さ
れ
資
金
を

　
賦
与
さ
れ
た
。
冨
こ
謁
§
o
ミ
ミ
こ
茜
瀞
煽
＼
職
錯
⑦
ミ
ミ
ミ
。
さ
謡
寒
蹄
ミ
、

　
≦
o
臣
暮
9
零
Φ
＝
鍵
一
（
以
下
』
、
ミ
§
o
ミ
ミ
§
晦
と
略
す
Y
ω
』
隊
収
支
報
告
は
、

　
累
δ
α
興
。
o
警
7
日
置
。
げ
ぐ
9
q
D
ω
富
餌
け
ω
貴
〇
尊
く
妻
O
罵
①
跡
σ
幹
け
巴
噂
肉
ミ
、
N
ミ
ミ
h
蹴
塁
冨
ミ
嵩
“
篭

　
随
⇒
錺
畿
ミ
鍵
O
Q
心
7
乞
μ
刈
①
刈
A
．
刈
爵
Q
◎
一
ま
㎝
b
o
嬬
p
α
♂
①
ω
一
『
窃
①
Q
◎
一
両
ミ
、
職
鴨
、

　
毎
、
ミ
§
ぎ
跨
魯
ミ
辱
恥
慰
ミ
、
憶
意
G
款
試
防
職
ミ
N
》
㌧
喪
詠
貯
賊
鐸
b
ご
α
．
一
1
9
鍵
気
Z
μ

　
刈
①
o
o
幽
一
刈
①
器
．

③
冨
、
§
§
ミ
§
§
触

12 （442）

第
四
章
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
財
団
史

　
将
来
的
に
宗
派
・
地
域
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
財
団
の
比
較
史
を
試
み
る
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
本
稿
は
ル
タ
ー
派
地
域
の
財
団
史
と
取

り
組
む
。
事
例
と
し
て
近
世
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
財
団
史
を
扱
う
。
財
団
に
よ
る
支
援
活
動
の
実
際
を
、
救
貧
・
教
会
保
護
の
た

め
の
福
祉
財
団
と
就
学
支
援
の
た
め
の
助
成
財
団
の
二
つ
に
分
け
て
展
望
す
る
。
さ
し
あ
た
り
史
料
と
し
て
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
領
邦
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

会
公
文
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
財
団
・
遺
贈
記
録
を
中
心
に
扱
う
。

第
一
節
　
福
　
祉
　
財
　
団

こ
こ
で
は
近
世
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
福
祉
財
団
の
特
筆
す
べ
き
例
を
紹
介
す
る
。
ハ
ン
ス
・
フ
ォ
ン
・
バ
ル
テ
ン
ス
レ
ー
ベ
ン
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（
生
年
不
詳
⊥
五
八
三
年
）
は
古
く
か
ら
あ
る
貴
族
家
門
の
当
主
で
あ
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
ス
ブ
ル
ク
と
ヘ
テ
ン
ス
レ
ー
ベ
ン
の
城
主
で
あ
っ
た
。

彼
は
す
で
に
生
前
「
富
者
」
の
異
名
を
取
る
、
特
に
富
裕
な
貴
族
で
あ
っ
た
。
彼
は
宗
教
改
革
の
さ
な
か
、
信
仰
の
寛
容
を
擁
護
し
た
。
一
五

五
五
年
、
彼
と
ヴ
ォ
ル
フ
ス
ブ
ル
ク
に
住
む
彼
の
親
族
は
宗
教
的
な
「
寛
容
契
約
」
を
結
ん
だ
。
宗
教
改
革
後
も
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
ど
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

彼
は
、
こ
う
し
て
ル
タ
ー
派
に
改
宗
し
た
親
族
と
折
り
合
い
を
つ
け
た
。
奉
公
人
や
農
民
に
も
自
由
な
宗
派
の
決
定
が
認
め
ら
れ
た
。
富
者
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ン
ス
は
亡
く
な
る
三
年
前
の
一
五
八
○
年
に
な
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
ル
タ
ー
派
に
改
宗
し
た
。

　
彼
の
遺
言
が
彼
の
死
後
発
効
し
た
。
そ
こ
に
は
数
々
の
遺
贈
が
記
さ
れ
て
い
た
。
二
四
三
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
が
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
古
市
参

事
会
に
、
七
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
が
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
市
参
事
会
に
、
六
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
が
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
市
に
、
そ
れ
ぞ
れ
年
利

四
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
率
で
預
け
ら
れ
た
。
利
子
収
入
は
困
窮
す
る
貧
者
の
た
め
に
使
わ
れ
る
べ
し
と
あ
っ
た
。
富
者
ハ
ン
ス
は
ヴ
ォ
ル
フ
ス
ブ

ル
ク
や
フ
ォ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
で
貧
者
、
特
に
寡
婦
と
孤
児
を
支
援
す
る
た
め
に
助
成
金
を
与
え
た
。
フ
ォ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
で
は
聖
歌
や
こ
ど
も

た
ち
の
学
校
教
育
の
向
上
を
図
る
た
め
に
教
師
が
毎
年
一
定
金
額
を
受
け
取
っ
た
。
ヘ
テ
ン
ス
レ
ー
ベ
ン
の
財
団
基
金
か
ら
は
一
三
名
の
貧
者

の
た
め
に
救
貧
院
が
建
立
さ
れ
、
ヴ
ォ
ル
フ
ス
ブ
ル
ク
に
は
一
大
救
貧
院
が
建
て
ら
れ
た
。
シ
ェ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
、
エ
ー
ビ
ス
フ
ェ
ル
ト
、

ケ
！
ニ
ヒ
ス
ル
ッ
タ
ー
の
既
存
の
救
貧
院
に
も
助
成
金
が
贈
ら
れ
た
。
「
貧
困
ゆ
え
に
大
き
な
苦
悩
を
抱
え
る
貧
者
、
病
者
、
困
窮
者
」
の
た

め
に
、
彼
は
シ
ュ
テ
ン
ダ
ー
ル
に
一
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
、
ザ
ル
ツ
ヴ
ェ
ー
デ
ル
古
市
に
二
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
、
ハ
ル
パ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
三
〇

〇
〇
タ
ー
ラ
ー
、
ヘ
ル
ム
シ
ュ
テ
ッ
ト
に
二
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
1
、
シ
ェ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
に
二
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
、
シ
ェ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

○
○
○
タ
ー
ラ
ー
を
与
え
た
。

　
こ
の
基
金
は
額
の
大
き
さ
が
群
を
抜
い
て
い
る
。
支
援
の
範
囲
も
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
内
の
か
な
り
の
都
市
を
網
羅
し
、
さ
ら
に

領
外
の
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
や
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
と
い
っ
た
縁
の
あ
る
都
市
に
も
及
ん
で
い
る
。
ま
さ
し
く
富
者
の
異
名
に
恥
じ
な
い
基
金
で

あ
っ
た
。
す
べ
て
の
資
金
が
財
団
と
し
て
運
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
バ
ル
テ
ン
ス
レ
ー
ベ
ン
基
金
は
近
世
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公

国
の
一
大
総
合
慈
善
基
金
の
観
を
呈
し
た
。
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申
世
に
は
貧
者
を
保
護
す
る
た
め
に
宗
教
施
設
に
財
産
を
寄
進
す
る
と
い
う
行
為
は
よ
く
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
富
者
の
救
霊
と
関
連
し
て
い

た
。
多
く
の
信
者
の
魂
は
死
後
煉
獄
に
入
る
。
そ
こ
で
の
浄
罪
期
間
を
経
て
、
死
者
の
魂
は
天
国
に
迎
え
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
浄
罪
期
間
は
生

前
に
犯
し
た
罪
の
軽
重
に
応
じ
て
決
っ
た
。
こ
の
期
間
を
短
縮
す
る
方
法
が
一
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
が
と
り
な
し
の
祈
り
で
あ
る
。
生
者
が
死
者

の
冥
福
の
た
め
に
ど
れ
だ
け
祈
っ
て
く
れ
る
か
。
生
者
が
死
者
の
救
い
を
神
に
願
う
と
り
な
し
の
祈
り
は
、
生
者
が
死
者
と
縁
の
薄
い
も
の
で

あ
る
ほ
ど
効
果
が
高
い
と
さ
れ
た
。
宗
教
施
設
へ
の
寄
進
は
、
寄
進
者
や
そ
の
親
族
に
と
っ
て
、
命
日
供
養
で
神
の
恩
寵
を
乞
う
貧
者
の
と
り

な
し
の
祈
り
を
得
る
手
段
で
あ
っ
た
。
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
聖
書
に
根
拠
を
見
出
せ
な
い
煉
獄
は
仕
分
け
の
対
象
に
な
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
信
者
の
問
で
は
、
善
行
は
死
後
の
救
い
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
と
り
な
し
の
祈
り
と
い
う
寄
進
の
宗
教
的
な
動
機
も
失
わ

れ
た
。
し
か
し
天
国
と
地
獄
の
二
項
図
式
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
に
も
残
り
、
貧
者
の
た
め
の
慈
善
は
直
接
救
霊
と
関
係
す
る
も
の
で
は

な
く
な
っ
た
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
の
間
で
も
そ
れ
に
対
す
る
関
心
は
持
続
し
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
か
ら
さ
ら
に
若
干
例

を
挙
げ
た
い
。

　
管
轄
区
域
フ
ィ
ー
ネ
ン
ブ
ル
ク
を
管
理
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
顧
問
官
、
軍
事
首
席
の
ブ
リ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
シ
ュ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

レ
ン
ブ
ル
ク
（
一
五
一
八
－
一
五
八
九
年
）
は
、
自
身
の
遺
言
で
基
金
を
設
け
た
。
ゴ
ス
ラ
ー
、
ハ
ー
メ
ル
ン
、
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
、
ザ
ル
ツ
ヴ

エ
ー
デ
ル
の
諸
都
市
に
一
五
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
で
遺
贈
さ
れ
た
。
利
子
は
裁
判
区
フ
ィ
ー
ネ
ン
ブ
ル
ク
、
ヴ

レ
ー
ト
シ
ュ
テ
ッ
ト
噛
行
政
区
へ
ー
レ
ン
、
オ
ー
ス
タ
ー
ヴ
ァ
ル
ト
に
居
住
し
た
学
校
教
師
、
お
よ
び
救
貧
院
入
所
者
と
そ
の
こ
ど
も
た
ち
の

　
　
　
　
　
　
⑥

た
め
に
使
わ
れ
た
。

　
シ
ュ
ラ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
と
ア
ッ
シ
ャ
ー
ス
レ
ー
ベ
ン
管
区
の
長
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
リ
！
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
イ
ル
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
生

年
不
詳
－
…
六
七
三
年
）
と
彼
の
妻
ア
グ
ネ
ー
ゼ
・
ユ
デ
ィ
ー
ト
は
、
シ
ェ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
の
救
貧
院
の
た
め
の
基
金
を
設
け
た
。
一
六
七
〇
年
八

月
二
一
日
作
成
の
財
団
創
立
文
書
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
後
世
の
写
し
は
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
ク
ラ
ウ
ス
」
と
い
う
名
の
古
い
救
貧
院

は
老
朽
化
し
、
撤
去
さ
れ
た
。
ヴ
イ
ル
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
夫
妻
は
「
聖
三
位
一
体
」
と
い
う
名
の
救
貧
院
を
新
築
す
る
た
め
に
基
金
を
提
供
し
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た
。
財
団
は
　
二
六
〇
〇
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
・
グ
ル
デ
ン
の
資
金
を
有
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
院
は
建
築
物
を
良
好
に
維
持
し
、
そ
こ
で

暮
ら
す
貧
者
に
十
分
な
食
糧
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
財
団
基
金
は
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
で
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
息
で
預
け
ら
れ
、

そ
こ
か
ら
生
じ
た
四
八
ニ
グ
ル
デ
ン
・
八
マ
リ
エ
ン
・
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
が
貧
者
の
扶
養
に
当
て
ら
れ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

財
団
を
自
身
の
保
護
下
に
お
い
た
。
し
か
し
公
が
そ
の
後
積
極
的
に
運
営
に
関
わ
っ
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
発
起
人
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
イ
ル
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
聖
三
位
一
体
」
救
貧
院
の
後
援
者
で
も
あ
っ
た
。
監
督

官
と
管
理
官
が
救
貧
院
の
運
営
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
シ
ェ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
の
教
区
監
督
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
い
た
。
こ

の
グ
ル
ー
プ
が
誰
を
救
貧
院
に
収
容
す
べ
き
か
を
決
め
た
。
貧
者
は
「
真
の
貧
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
ル
タ
ー
派
の
信
仰
」
を
信
奉
し
、

敬
慶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
出
身
地
の
条
件
と
し
て
は
、
シ
ェ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
出
身
の
貧
者
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
辺
境
伯
、
シ
ュ
レ
ー

ジ
エ
ン
出
身
の
貧
者
、
さ
ら
に
困
窮
し
た
貴
族
を
受
け
入
れ
た
。
院
は
二
階
建
て
で
、
一
階
に
六
人
、
一
一
階
に
七
人
が
起
居
し
た
。
階
段
を
登

れ
な
い
歩
行
困
難
者
が
一
階
を
占
め
た
。
家
屋
の
管
理
人
の
た
め
に
部
屋
が
｝
つ
あ
っ
た
。
一
階
に
全
員
が
利
用
す
る
「
大
部
屋
」
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

結
周
＝
｝
名
の
「
入
所
者
」
が
い
た
。
居
住
者
は
相
互
に
助
け
合
い
、
院
に
住
む
病
人
の
面
倒
を
共
同
で
見
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
つ
ぎ
に
公
文
書
館
史
料
か
ら
拾
え
た
近
世
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
そ
の
他
の
福
祉
財
団
を
示
す
。

①
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
代
官
ブ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ム
（
生
年
不
詳
－
一
五
八
七
年
）
は
一
五
七
二
年
に
遺
言
を
作
成
し
た
。
内
容
は
難
解
を
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

め
、
完
全
に
理
解
す
る
の
は
難
し
い
が
、
ク
ラ
ム
が
オ
ッ
フ
ェ
ン
ゼ
ン
の
教
区
と
教
会
の
た
め
に
何
が
し
か
の
遺
贈
を
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ

以
上
の
詳
細
は
不
明
。

②
エ
ラ
ス
ム
ス
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
が
遺
言
で
ヴ
ァ
ー
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
教
会
に
一
五
〇
タ
ー
ラ
ー
、
ザ
ー
ル
ス
ド
ル
フ
の
教
会
に
～
五
〇
タ
ー
ラ
ー

を
、
一
五
九
九
年
に
遺
贈
し
た
。
一
六
二
四
年
以
降
利
息
は
支
払
わ
れ
ず
、
～
六
五
六
年
目
未
払
金
の
回
収
の
た
め
に
両
方
の
教
会
が
年
賦
タ
ー
ラ
ー
を
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

収
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
利
息
の
使
途
は
教
会
建
築
物
の
保
全
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
。

③
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
の
音
楽
指
揮
者
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
作
曲
家
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
プ
レ
ト
ー
リ
ウ
ス
が
、
｝
六
一
九
年
五
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月
二
三
日
も
し
く
は
二
六
日
に
三
〇
〇
〇
マ
リ
エ
ン
・
グ
ル
デ
ン
を
遺
贈
、
基
金
を
設
立
。
彼
の
生
涯
に
縁
の
あ
っ
た
九
の
都
市
に
そ
れ
ぞ
れ
一
部
門
分
け
、

そ
の
利
息
で
物
乞
い
の
た
め
に
路
上
を
俳
徊
す
る
の
で
は
な
い
「
本
物
の
家
に
い
る
貧
者
」
、
物
乞
い
を
恥
と
し
、
そ
れ
を
絶
対
に
し
な
い
寡
婦
や
孤
児
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
対
抗
宗
教
改
革
の
た
め
に
追
放
さ
れ
た
牧
師
、
ル
タ
ー
派
の
信
仰
が
原
因
で
追
放
さ
れ
た
亡
命
者
、
ル
タ
ー
派
信
仰
を
証
明
で
き
る
貧
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

学
生
を
金
銭
的
に
支
援
し
た
。
こ
の
財
団
は
九
の
都
市
の
牧
師
や
教
会
管
理
責
任
者
ら
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
。

④
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
教
会
役
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
慈
善
家
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
マ
ー
レ
ン
ホ
ル
ツ
は
、
一
六
四
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

年
に
手
縄
〇
タ
ー
ラ
ー
の
利
子
収
入
の
た
め
に
二
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
を
設
け
た
。
利
子
は
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
聖
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
救
貧
院
の

　
　
　
　
　
　
　
⑬

使
用
に
指
定
さ
れ
た
。

⑤
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ビ
ュ
ー
レ
ン
ハ
イ
ト
（
生
没
年
不
詳
）
は
ア
ス
ト
フ
ェ
ル
ト
教
会
の
設
備
の
た
め
に
年
五
〇
タ
ー
ラ
ー
の
利
息
を
寄
贈
し
た
。
新
し
い
説
教

壇
、
告
解
場
が
購
入
さ
れ
、
ア
ス
ト
フ
ェ
ル
ト
教
会
の
設
備
は
向
上
し
た
。
一
六
五
六
年
に
利
息
の
使
途
が
変
更
さ
れ
、
ア
ス
ト
フ
ェ
ル
ト
の
教
区
が
別
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑥
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
ー
ー
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
公
国
枢
密
顧
問
官
、
鉱
山
長
官
の
ブ
リ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ム
ブ
ル
ク
（
～
六
二
四
－
へ
六
九
〇
年
）

は
、
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
宰
領
の
諸
教
会
の
た
め
に
五
八
一
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
を
、
ミ
ヒ
ェ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
修
道
院
の
た
め
に
五
七
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
を

　
　
⑮

遺
し
た
。
利
率
や
使
途
の
詳
細
は
不
明
。

⑦
カ
レ
ン
ベ
ル
ク
の
上
級
郡
長
ク
リ
ス
チ
ア
ン
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ク
ラ
ウ
ェ
ル
が
発
起
人
。
と
り
わ
け
フ
レ
ッ
ヒ
ド
ル
フ
の
牧
師
の
寡
婦
や
孤
児
の
た
め
に
、

…
七
一
五
年
に
三
〇
〇
タ
！
ラ
t
の
基
金
を
年
利
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
銀
行
に
開
設
。
創
立
時
の
管
財
人
は
牧
師
の
ヨ
ハ
ン
・
コ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ラ
ー
ト
・
ド
！
ヴ
ェ
で
、
以
後
フ
レ
ッ
ヒ
ド
ル
フ
の
牧
師
が
管
財
人
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
使
わ
れ
な
か
っ
た
利
息
は
プ
ー
ル
さ
れ
た
。

⑧
中
佐
で
指
揮
営
の
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
パ
ー
ゲ
が
一
七
三
九
年
九
月
一
六
臼
の
遺
言
で
設
立
し
た
二
五
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
。
利
息
は
ヴ
ォ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
在
住
の
貧
し
い
軍
人
の
寡
婦
三
名
を
支
援
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
。
管
財
人
は
駐
屯
軍
牧
師
。

⑨
長
官
の
寡
婦
カ
タ
リ
ー
ネ
・
ヘ
ン
リ
エ
ッ
テ
・
ラ
イ
へ
が
一
七
四
〇
年
＝
　
月
二
四
日
の
遺
言
で
設
立
し
た
二
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
。
利
息
は
毎
年

発
起
人
の
命
日
（
五
月
四
日
）
に
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
の
貧
し
い
寡
婦
や
家
に
い
る
貧
者
に
配
分
さ
れ
た
。
協
定
に
よ
っ
て
基
金
の
管
理
は
市
参
薯
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⑱

会
が
引
き
受
け
た
。

⑩
主
馬
頭
の
寡
婦
ア
ン
ネ
・
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
マ
イ
ン
ダ
ー
ス
が
　
七
七
五
年
の
遺
雷
で
設
け
た
三
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
。
利
息
は
毎
年
遺
贈
者
の
命
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
（
四
月
一
五
日
）
に
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
の
貧
し
い
寡
婦
隠
名
に
均
等
に
分
配
さ
れ
た
。

⑪
大
代
官
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ム
ブ
ル
ク
の
寡
婦
が
一
七
七
六
年
六
月
一
三
日
目
遺
言
で
設
立
し
た
四
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
。
利
患
は
貧
者
、
と
り
わ
け
貧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
い
寡
婦
や
孤
児
の
支
援
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
基
金
の
管
理
と
利
患
の
分
配
は
聖
三
位
一
体
教
会
の
牧
師
に
任
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
以
外
に
筆
者
は
さ
ら
に
九
〇
の
福
祉
財
団
の
存
在
を
当
該
期
の
こ
の
地
域
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
二
節
助
成
財
団

　
基
金
設
立
の
目
的
は
宗
教
改
革
後
ま
す
ま
す
多
様
化
し
た
。
特
に
助
成
財
団
の
増
加
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
。
中
世
の
大
学
に
も
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

生
に
助
成
金
を
与
え
る
制
度
は
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
だ
散
発
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
マ
ル
チ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
は
、
有
能
だ
が
父
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
貧
し
く
学
校
に
通
え
な
い
こ
ど
も
を
、
助
成
制
度
を
設
け
て
学
校
に
通
え
る
よ
う
に
す
る
の
は
富
者
の
務
め
で
あ
る
と
い
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
ル
タ
ー
の
意
を
汲
ん
で
か
、
ル
タ
ー
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
領
域
で
は
助
成
基
金
が
量
的
に
も
質
的
に
も
急
速
に
拡
大
す
る
。

　
助
成
制
度
の
中
心
は
や
は
り
大
学
生
の
支
援
で
あ
る
。
福
祉
財
団
で
取
り
挙
げ
た
ブ
リ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
シ
ュ
ー
レ
ン
ブ
ル
ク
の
寡

婦
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
ザ
ル
ダ
！
（
一
五
三
九
⊥
六
〇
七
年
）
が
、
夫
の
死
後
一
五
八
九
年
一
一
月
一
九
日
に
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク

大
学
で
学
ぶ
学
生
を
支
援
す
る
た
め
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
で
助
成
財
団
を
設
立
し
た
。
＝
ハ
世
紀
後
半
、
一
七
世
紀
前
半
の
ヴ
ィ
ッ

テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
学
生
に
つ
い
て
研
究
し
た
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ゲ
ス
ナ
ー
が
、
こ
の
財
団
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。
創
立
定
款
に
よ
れ

ば
財
団
の
総
資
産
は
一
万
タ
ー
ラ
ー
で
、
利
子
を
使
っ
て
四
人
の
給
費
生
に
助
成
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
給
費
生
の
宗
派
に

つ
い
て
ル
タ
ー
派
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
い
た
。
当
然
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
出
身
者
が
優
遇
さ
れ
た
。
ル
タ
ー
派
と
定
め
ら
れ
た
宗
派
規

定
の
遵
守
を
前
提
と
し
て
、
給
費
生
の
す
く
な
く
と
も
半
数
は
法
学
部
生
か
医
学
部
生
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
そ
の
場
合
も
残
り
の
半
数
は
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⑳

神
学
部
生
が
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
助
成
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
決
し
て
大
学
生
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
枢
密
顧
問
官
、
軍
事
顧
問

官
で
あ
っ
た
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ッ
テ
ィ
ヒ
ャ
i
（
一
六
六
六
⊥
七
二
〇
年
）
は
、
一
七
一
九
年
に
四
〇
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

タ
ー
ラ
ー
の
基
金
で
助
成
財
団
を
設
立
し
た
。
財
団
の
資
産
は
一
七
三
三
年
以
前
に
は
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
、
す
な
わ
ち
二
〇
〇
タ
ー

ラ
ー
で
、
あ
る
年
だ
け
例
外
的
に
九
五
タ
ー
ラ
ー
で
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
郊
外
の
聖
十
字
架
修
道
院
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
一
七

三
三
年
以
降
は
年
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
、
す
な
わ
ち
｝
六
〇
タ
ー
ラ
ー
で
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
領
邦
議
会
に
貸
し
出
さ
れ
た
。
ブ

ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
目
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
公
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
、
一
七
二
〇
年
五
月
一
四
日
に
こ
の
財
団
の
安
全
を
保
証
し

た
。
し
か
し
公
は
そ
れ
以
上
の
関
与
は
し
て
い
な
い
。
発
起
人
の
死
後
、
発
起
人
に
こ
ど
も
が
な
か
っ
た
の
で
、
彼
の
兄
弟
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ

ヴ
ァ
イ
ク
公
の
侍
医
に
し
て
ヘ
ル
ム
シ
ュ
テ
ッ
ト
大
学
教
授
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ユ
リ
ウ
ス
・
ベ
ッ
テ
ィ
ヒ
ャ
ー
（
一
七
一
九
年
ベ
ル
リ
ン
で
没
す
）

の
こ
ど
も
た
ち
が
、
こ
の
基
金
を
管
理
し
た
。
ベ
ッ
テ
ィ
ヒ
ャ
ー
助
成
財
団
の
主
旨
は
、
利
子
の
四
分
の
三
は
「
貧
し
く
、
敬
慶
で
、
勤
勉
に

義
務
を
果
た
す
大
学
生
」
に
、
し
か
し
残
る
四
分
の
一
は
「
や
る
気
が
あ
っ
て
ま
じ
め
な
、
貧
し
い
手
工
業
徒
弟
」
に
与
え
る
べ
き
こ
と
を
謳

う
。
徒
弟
に
対
す
る
助
成
は
本
当
に
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
現
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
恩
恵
を
蒙
っ
た
の
は
ど
ん
な
職
種
か
。

　
こ
の
財
団
に
関
す
る
書
類
集
に
は
一
七
一
九
年
か
ら
一
七
四
四
年
ま
で
の
決
算
報
告
集
が
あ
る
。
一
七
二
一
年
に
は
二
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
が
八

名
の
学
生
に
、
そ
の
後
一
七
三
三
年
ま
で
は
七
名
の
学
生
に
与
え
ら
れ
た
。
個
々
の
額
だ
け
で
な
く
、
学
生
や
彼
ら
の
父
親
の
名
前
も
わ
か
る
。

彼
ら
の
学
部
に
つ
い
て
確
か
な
情
報
は
な
い
。
し
か
し
領
収
書
か
ら
一
部
が
わ
か
る
よ
う
に
、
神
学
生
が
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
助
成
を
受

け
た
の
が
神
学
生
だ
け
だ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
学
生
以
外
で
は
一
七
三
二
年
に
「
理
髪
師
兼
外
科
医
業
の
習
得
」
の
た
め
に
二
五
タ
ー

ラ
ー
が
、
一
七
三
五
年
に
は
「
亜
麻
布
織
物
業
の
習
得
」
の
た
め
に
七
タ
ー
ラ
ー
一
五
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
が
、
一
七
三
六
年
に
は
不
明
の
額
が

「
二
、
三
名
の
職
業
学
校
教
師
に
」
支
給
さ
れ
た
。
手
工
業
徒
弟
の
助
成
の
場
合
、
個
人
名
は
挙
が
っ
て
い
な
い
。
理
髪
師
兼
外
科
医
や
亜
麻

布
織
工
の
場
合
は
同
業
組
合
に
対
す
る
支
給
が
考
え
ら
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
云
え
な
い
。
手
工
業
徒
弟
に
対
す
る
助
成
は
財
団
の
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設
立
主
旨
に
あ
っ
た
よ
う
な
定
期
的
な
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
額
も
少
な
い
。
し
か
し
手
工
業
者
に
対
す
る
助
成
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

や
は
り
特
筆
す
べ
き
出
来
事
と
云
え
よ
う
。

　
助
成
を
受
け
た
の
は
大
学
生
ば
か
り
で
は
な
い
。
ラ
テ
ン
語
学
校
の
生
徒
に
奉
仕
す
る
助
成
財
団
も
あ
っ
た
。
公
国
の
東
部
に
シ
ェ
ー
ニ
ン

ゲ
ン
と
呼
ば
れ
る
地
域
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
外
国
」
（
「
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
辺
境
伯
領
」
）
か
ら
も
越
境
し
て
生
徒
が
や
っ
て
く
る
ラ
テ
ン
語
学

校
が
あ
っ
た
。
異
邦
の
生
徒
た
ち
は
シ
ェ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
市
住
民
の
家
に
寄
宿
し
た
。
す
べ
て
の
生
徒
が
寄
宿
し
た
家
で
食
事
に
あ
ず
か
れ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
彼
ら
に
昼
食
と
夕
食
を
供
す
る
家
庭
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
昼
食
の
食
卓
」
と
呼
ば
れ
、
貧
し
い
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

徒
は
無
償
で
食
事
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
機
会
は
「
無
料
の
食
事
」
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
助
成
金
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
形
を
取
っ
た
助
成
は
当
時
ほ
か
で
も
見
ら
れ
た
。
ハ
レ
の
敬
慶
主
義
者
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ラ
ン
ケ
（
一
六
六
一
二
－
一
七
二
七
年
）

が
設
立
し
た
フ
ラ
ン
ケ
財
団
に
も
、
こ
の
よ
う
な
昼
食
の
食
車
が
あ
っ
た
。

　
シ
ェ
垂
々
ン
ゲ
ン
で
は
グ
ロ
ー
マ
ン
と
い
う
農
場
管
理
人
の
も
と
で
＝
一
名
の
生
徒
が
無
料
の
食
事
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
た
。
そ
の
な
か
に

は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
出
身
の
生
徒
も
い
た
。
書
類
集
に
は
こ
の
助
成
金
の
た
め
の
定
款
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
一
六
五
八
年
ま
で
シ

ェ
三
巴
ン
ゲ
ン
に
滞
在
し
た
公
妃
の
ア
ン
ナ
・
ゾ
フ
ィ
ー
（
一
五
九
八
－
～
六
五
九
年
）
が
学
校
の
面
倒
を
熱
心
に
見
て
い
た
こ
と
か
ら
判
断
し

て
、
彼
女
が
こ
の
助
成
財
団
の
発
起
人
で
あ
っ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
＝
ハ
三
九
年
に
は
す
で
に
彼
女
は
年
三
六
〇
タ
ー
ラ
ー
を
与

え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
二
名
の
生
徒
の
昼
食
と
夕
食
が
無
償
で
賄
わ
れ
た
。
公
妃
は
も
と
も
と
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
辺
境
伯
家
の
公
女
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
の
で
、
六
名
が
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
か
ら
、
六
名
が
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
選
ば
れ
る
よ
う
に
定
め
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
財
団
の
書
類
集
に
は
社
会
史
的
に
見
て
極
め
て
興
味
深
い
、
一
七
二
九
年
の
日
付
の
あ
る
史
料
が
あ
る
。
無
料
の
食
卓
の
四
名
の
給
費

生
（
う
ち
三
蔵
は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
出
身
）
が
、
昼
と
夜
に
出
さ
れ
る
食
事
が
不
味
い
と
校
長
に
訴
え
た
。
そ
れ
は
質
も
粗
悪
、
量
も
少
な
す

ぎ
る
と
い
う
の
が
彼
ら
の
言
い
分
だ
っ
た
。
校
長
は
財
団
の
監
督
宮
の
一
人
で
も
あ
っ
た
教
区
監
督
の
と
こ
ろ
に
生
徒
た
ち
を
送
っ
た
。
生
徒

た
ち
は
彼
に
、
肉
の
品
質
が
悪
い
、
ス
ー
プ
が
水
も
同
然
、
え
ん
ど
う
豆
は
か
め
な
い
ほ
ど
硬
い
等
々
を
訴
え
た
。
教
区
監
督
は
農
場
管
理
人
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を
召
喚
し
、
生
徒
た
ち
の
訴
え
を
伝
え
た
。
被
告
は
す
べ
て
の
批
判
を
斥
け
た
。
生
徒
た
ち
は
真
実
を
語
っ
て
い
な
い
と
。
争
い
の
結
末
は
ど

う
な
っ
た
の
か
。
生
徒
と
管
理
人
の
ど
ち
ら
に
軍
配
が
上
が
っ
た
の
か
。
生
徒
の
言
い
分
が
通
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
管
理
人
に
も
っ
と
よ
い
食

事
を
出
す
よ
う
に
警
告
が
な
さ
れ
た
。
生
徒
た
ち
の
後
日
談
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。
食
事
の
質
は
向
上
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
も
ア
ッ
プ
、
も
は
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

非
の
打
ち
所
は
な
い
と
。

　
以
下
で
公
文
書
館
史
料
か
ら
拾
え
た
近
世
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
そ
の
他
の
助
成
財
団
を
示
す
。
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①
ク
ラ
マ
ー
財
団
。
こ
の
財
団
は
三
つ
の
遺
贈
か
ら
な
る
複
合
財
団
。
聖
十
字
架
修
道
院
付
属
教
会
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
で
宝
物
管
理
人
の
大
ア
ン
ド

レ
ア
ス
・
ク
ラ
マ
ー
が
一
五
九
五
年
に
｝
○
○
○
グ
ル
デ
ン
を
遺
贈
。
利
息
の
五
〇
グ
ル
デ
ン
で
名
門
大
学
に
行
く
学
生
を
助
成
。
商
人
ギ
ル
ド
の
長
と

ゼ
ー
ゼ
ン
教
区
の
長
老
が
こ
の
助
成
金
を
管
理
、
奨
学
生
を
決
定
。
第
二
の
遺
贈
は
救
貧
事
業
の
た
め
の
～
二
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
。
利
息
の
年
七
ニ

タ
ー
ラ
ー
を
貧
者
に
分
配
。
第
三
は
毎
年
一
人
の
貧
し
い
未
婚
女
性
の
嫁
資
に
当
て
る
た
め
に
遺
贈
さ
れ
た
三
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
。
＝
一
タ
ー
ラ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

利
息
の
う
ち
一
〇
タ
ー
ラ
ー
が
嫁
資
と
し
て
利
用
さ
れ
た

②
ヴ
ィ
ー
ン
ト
ル
ー
ヴ
ェ
財
団
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ユ
ヴ
ァ
イ
ク
の
リ
ダ
ッ
ク
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
修
道
院
の
修
道
院
長
ペ
ト
ル
ス
・
ヴ
ァ
イ
ン
ト
ラ
ウ
ヴ
ェ
（
一
五
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

六
－
一
六
一
四
年
）
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
助
成
財
団
。
基
金
は
＝
一
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
、
利
息
は
年
六
〇
タ
ー
ラ
ー
。
毎
年
二
人
の
大
学
生
を
助
成
。

③
ズ
ン
タ
ー
財
団
。
一
七
一
一
年
の
書
状
に
よ
る
と
、
一
六
三
二
年
に
財
務
顧
問
で
法
律
顧
問
の
カ
ス
パ
i
・
レ
ー
デ
ン
の
寡
婦
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
・
ズ
ン

タ
ー
が
、
繕
言
で
一
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
と
、
ペ
ア
ー
タ
エ
・
マ
リ
ア
エ
・
ウ
イ
ル
ギ
ー
ニ
ス
と
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
銀
行
に
預
け
た
資
金
か
ら
な
る
基

金
を
遺
贈
。
基
金
は
一
七
二
年
当
時
二
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
に
達
す
る
。
書
状
は
基
金
が
誰
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
現
実
を
憂
え
、
財
団
の
活
動
が
再
開
さ

れ
る
こ
と
を
決
め
た
。
書
状
の
作
成
者
は
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
の
教
区
監
督
、
四
人
の
教
会
管
理
責
任
者
で
、
彼
ら
が
財
団
の
運
営
を
引
き
継
い
だ
。

目
的
は
大
学
生
の
就
学
支
援
、
年
三
〇
タ
ー
ラ
ー
が
最
長
三
年
保
証
さ
れ
た
。
状
況
に
応
じ
て
一
人
、
二
人
な
い
し
そ
れ
以
上
を
助
成
。
規
約
に
よ
る
と
、

志
望
条
件
は
、
こ
れ
ま
で
の
教
師
に
よ
る
品
行
方
正
の
証
明
、
教
区
監
督
と
四
人
の
管
理
責
任
者
に
よ
る
試
験
、
一
年
ご
と
の
申
請
、
そ
の
際
受
給
者
が
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ぶ
学
部
の
長
の
証
明
書
の
提
出
、
両
親
が
ペ
ア
ー
タ
エ
・
マ
リ
ア
エ
・
ウ
ィ
ル
ギ
ー
ニ
ス
に
通
い
、
志
願
語
中
も
っ
と
も
貧
し
い
若
者
で
あ
る
こ
と
な
ど
。
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⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

④
法
律
顧
問
ヨ
ハ
ン
・
カ
マ
ン
（
一
五
入
管
－
一
六
四
九
年
）
は
、
父
ヨ
ハ
ン
・
カ
マ
ン
か
ら
一
六
一
八
年
に
彼
の
私
設
図
書
館
を
遺
贈
さ
れ
る
。
ま
た
彼

の
父
は
一
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
も
遺
し
、
そ
の
年
利
を
「
…
人
命
の
助
成
金
か
教
会
禄
」
に
当
て
た
。
さ
ら
に
同
一
の
一
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
か
ら
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

息
で
、
自
分
の
弟
子
か
同
僚
一
人
を
法
学
の
勉
強
に
指
定
し
た
。
患
子
の
ヨ
ハ
ン
は
助
成
金
や
教
会
禄
を
拡
充
す
る
た
め
に
、
一
六
四
八
年
の
遺
言
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
年
利
で
合
計
四
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
を
増
資
。
さ
ら
に
父
か
ら
引
き
継
い
だ
図
書
館
の
相
続
順
位
が
指
定
さ
れ
る
が
、
相
続
人
が
な
い
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
は
「
カ
マ
ン
財
団
」
の
奨
学
生
の
誰
か
が
引
き
継
ぐ
も
の
と
定
め
ら
れ
た
。

⑤
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
ル
ム
（
一
五
七
九
－
一
六
五
六
年
）
の
遺
言
も
し
く
は
設
立
文
書
に
蜘
来
す
る
カ
ル
ム
の
遣
贈
。
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
助
成
財
団
を
創
始
。

残
念
な
が
ら
該
当
す
る
史
料
の
行
方
を
突
き
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
遺
贈
の
内
容
は
そ
の
管
財
人
と
あ
る
給
費
生
の
問
に
起
き
た
争
い
か

ら
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
市
域
「
バ
ー
ゲ
ン
」
の
市
長
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
ル
ム
は
助
成
財
団
を
設
立
し
、
年

問
一
人
な
い
し
二
人
の
給
費
生
を
支
援
。
そ
れ
が
い
つ
設
立
さ
れ
た
の
か
、
資
金
は
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
助
成
金
は
市
域
「
バ
ー

ゲ
ン
」
に
住
み
、
神
学
を
学
ぶ
こ
と
を
希
望
す
る
貧
し
い
市
民
の
子
弟
を
想
定
。
こ
の
基
金
は
　
人
の
法
律
家
と
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
聖
カ
タ
リ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ナ
教
会
の
二
人
の
牧
師
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
。

⑥
軍
事
指
揮
官
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ー
ゲ
の
寡
婦
、
ボ
ル
フ
ェ
ル
ト
家
出
身
の
マ
ル
タ
・
カ
タ
リ
ー
ナ
・
ク
ラ
ー
ゲ
が
、
一
七
一
八
年
七
月
八
日
の
遺
言
で
設
立

し
た
基
金
。
額
は
二
三
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
で
、
利
患
は
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ユ
ッ
テ
ル
の
駐
屯
地
に
住
む
両
親
の
子
息
の
助
成
金
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
子
息
が

な
い
場
合
同
市
に
い
る
兵
士
の
子
息
の
助
成
金
と
し
て
使
わ
れ
る
。
基
金
は
駐
屯
軍
牧
師
が
管
理
し
、
監
査
は
指
揮
官
、
駐
屯
軍
法
務
官
、
駐
屯
軍
牧
師
に

　
　
　
　
⑫

委
ね
ら
れ
る
。

⑦
グ
ン
ペ
ル
ー
ー
ザ
ム
ゾ
ン
財
団
。
ヴ
オ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
の
ユ
ダ
ヤ
系
商
人
グ
ン
ペ
ル
・
モ
ー
セ
（
｝
六
六
月
頃
－
一
七
一
三
二
年
）
が
、
｝
七
三
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

一
月
二
五
日
の
自
身
の
遺
言
で
ユ
ダ
ヤ
人
学
校
の
設
立
の
た
め
に
三
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
を
提
供
。
同
～
の
、
ま
た
は
似
た
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
、

さ
ら
に
万
一
親
族
の
誰
か
が
困
窮
し
た
場
合
の
支
援
の
た
め
に
、
志
を
同
じ
く
す
る
発
起
入
の
子
孫
た
ち
に
よ
る
遺
贈
、
寄
贈
が
あ
っ
た
。
長
子
で
商
人
の
、

当
地
の
マ
イ
ア
ー
・
ザ
ム
ゾ
ン
が
二
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
を
遺
贈
。
孫
で
商
人
の
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
マ
イ
ア
ー
・
ザ
ム
ゾ
ン
が
｝
五
〇
〇
〇
オ
ラ
ン
ダ
・

フ
ロ
ー
リ
ン
の
資
金
を
寄
贈
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
財
務
代
理
人
ヘ
ア
ツ
・
ザ
ム
ゾ
ン
と
そ
の
こ
ど
も
た
ち
が
三
〇
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
資
金
を
寄
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贈
。
前
述
の
財
務
代
理
人
ヘ
ア
ツ
・
ザ
ム
ゾ
ン
の
四
人
の
息
子
イ
ザ
ー
ク
、
マ
イ
ア
ー
、
グ
ネ
ン
デ
ル
、
ハ
ン
ネ
・
ヘ
ア
ツ
が
、
さ
ら
に
七
二
〇
〇
タ
ー

ラ
ー
の
資
金
を
寄
贈
。
孫
で
銀
行
家
、
当
地
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ザ
ム
ゾ
ン
が
、
ハ
ル
ツ
通
り
五
六
三
番
地
の
家
と
と
も
に
、
二
〇
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
、
五
〇

〇
〇
タ
ー
ラ
ー
、
一
五
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
三
つ
の
基
金
を
寄
贈
。
当
地
在
住
の
孫
娘
ベ
ッ
ラ
・
ア
ー
ロ
ン
が
一
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
資
金
を
寄
贈
。
統
｝
基
金

の
た
め
の
規
約
に
よ
れ
ば
、
こ
の
財
産
は
以
下
の
図
的
の
た
め
に
使
わ
れ
る
。
一
）
ザ
ム
ゾ
ン
無
償
学
校
の
名
で
当
地
に
あ
り
、
貧
し
い
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
こ

ど
も
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
教
育
施
設
の
維
持
の
た
め
に
、
二
）
ザ
ム
ゾ
ン
家
の
メ
ン
バ
ー
が
万
一
困
窮
し
た
場
合
の
支
援
の
た
め
に
、
三
）
ザ
ム
ゾ
ン
家

に
属
す
る
貧
し
い
新
婦
の
結
婚
支
度
の
た
め
に
。
財
団
の
管
理
運
営
は
市
参
事
会
の
総
監
督
の
も
と
、
そ
の
た
め
に
選
ば
れ
た
一
族
の
三
人
の
メ
ン
バ
ー
に

　
　
　
　
　
　
　
⑭

よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
。

⑧
ホ
グ
レ
ー
ヴ
ェ
財
団
。
ド
ロ
テ
ー
ア
・
ク
リ
ス
テ
ィ
！
ネ
・
ホ
グ
レ
！
ヴ
ェ
が
一
七
五
一
年
の
遺
書
で
創
始
。
ホ
グ
レ
ー
ヴ
ェ
家
は
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ア

イ
ク
の
市
民
階
級
に
属
し
た
。
こ
の
財
団
は
福
祉
と
助
成
と
い
う
二
つ
の
主
旨
を
も
つ
。
貧
し
い
寡
婦
の
保
護
の
た
め
に
八
○
○
○
タ
ー
ラ
ー
の
基
金
が
設

け
ら
れ
た
。
安
全
な
銀
行
か
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
の
金
庫
に
預
け
ら
れ
る
べ
き
で
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
利
息
が
敬
震
な
寡
婦
た
ち
に
配
分
さ
れ
た
。

ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
市
参
事
会
が
管
財
人
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。
市
参
事
会
が
管
財
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
福
祉
財
団
は
多
少
な
り
と
も
公
的
な

性
格
を
有
す
る
が
、
つ
ぎ
に
見
る
助
成
財
団
は
私
的
な
性
格
が
如
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
〇
〇
〇
タ
ー
ラ
ー
の
資
金
が
学
術
助
成
の
た
め
に
遺
贈
さ
れ
た
。

こ
の
助
成
財
団
は
「
家
族
財
団
」
で
、
法
律
顧
問
の
ム
ン
ト
か
自
分
の
亡
き
夫
の
兄
弟
ヨ
ハ
ン
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ホ
グ
レ
ー
ヴ
ェ
の
子
孫
を
優
先
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
謳
わ
れ
る
。
　
人
の
学
生
が
こ
の
基
金
か
ら
三
年
間
年
利
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
　
○
○
タ
ー
ラ
ー
を
享
受
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
ら
以
外
に
筆
者
は
さ
ら
に
四
七
の
中
小
の
助
成
財
団
の
存
在
を
当
該
期
の
こ
の
地
域
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
三
節
　
小

括

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ア
ン
ド
レ
ア
・
ザ
イ
ベ
ル
は
二
〇
＝
一
年
を
総
括
し
て
、
ド
イ
ツ
に
は
一
〇
万
人
当
た
り
二
四
の
財
団
が
あ
る
と
報
告

し
た
。
筆
者
の
算
定
が
正
し
け
れ
ば
、
近
世
の
プ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
に
一
〇
四
の
福
祉
財
団
と
五
八
の
助
成
財
団
、
合
計
一
六
二
の
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財
団
が
誕
生
し
た
。
収
支
報
告
や
受
給
者
名
簿
の
存
在
な
ど
か
ら
、
一
七
九
八
年
の
時
点
で
確
実
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
に
限

れ
ば
、
そ
の
数
は
二
九
に
な
る
。
一
七
九
八
年
の
当
該
地
域
の
総
人
口
の
概
数
が
｝
九
万
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
人
口
一
〇
万

人
あ
た
り
一
五
か
ら
一
六
の
財
団
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
助
成
財
団
は
年
間
一
～
三
審
程
度
を
支
援
す
る
小
規
模
な
も
の
が
多
く
、
単
純

な
比
較
は
用
を
な
さ
な
い
。
ま
た
収
支
報
告
や
受
給
者
名
簿
の
不
在
が
、
す
べ
て
の
場
合
に
財
団
の
機
能
が
停
止
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
も

思
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
一
七
九
八
年
時
点
の
実
数
が
こ
の
通
り
の
数
字
に
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
た
と
え
こ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

も
は
や
当
時
財
団
は
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
近
世
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
は
す
で
に
財
団
社
会
へ
の
離
陸
を
経
験
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
財
団
の
支
援
の
重
点
は
中
世
来
の
伝
統
的
な
貧
者
、
老
人
、
病
人
、
寡
婦
、
孤
児
の
保
護
、
お
よ
び
教
会
使
用
人
の
挟
養
に
あ
っ
た
。
し
か

し
助
成
基
金
の
動
き
も
す
で
に
活
発
で
、
当
初
は
主
に
大
学
生
が
助
成
さ
れ
、
時
代
の
経
過
に
つ
れ
て
中
等
学
校
生
徒
へ
と
裾
野
が
次
第
に
広

が
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
手
工
業
徒
弟
が
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
助
成
の
重
点
領
域
は
ル
タ
ー
派
地
域
に
あ
る
程
度
共
有

さ
れ
る
特
徴
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
地
域
性
に
発
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
は
、

ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
以
外
の
ル
タ
ー
派
地
域
の
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
見
ら
れ
た
特
微
が
ル
タ
ー
派
地
域
だ
け
の

も
の
か
、
そ
の
他
の
宗
派
に
も
あ
る
程
度
該
当
す
る
の
か
を
考
え
る
た
め
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
圏
や
改
革
派
地
域
の
考
察
も
必
要
に
な
る
。

　
筆
者
は
民
間
の
支
援
活
動
の
充
実
を
手
放
し
で
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
財
団
の
書
類
集
に
は
訴
訟
関
係
の
史
料
も
多
い
。
ほ
と
ん

ど
の
場
合
に
不
正
受
給
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
金
銭
の
授
受
は
容
易
に
腐
敗
を
醸
成
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
助
成
金
や
嫁
資
の
賦
与
、
寡
婦

の
保
護
を
目
的
と
す
る
財
団
は
、
発
起
人
の
一
族
の
な
か
に
候
補
者
が
あ
る
場
合
は
身
内
を
優
先
す
る
、
い
わ
ゆ
る
家
族
財
団
が
少
な
く
な
か

っ
た
。
財
団
の
新
生
は
閥
族
主
義
や
縁
故
主
義
の
温
床
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
申
請
書
類
に
は
仰
々
し
い
数
の
推
薦
状
が
付
さ
れ

て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
口
利
き
行
為
が
横
行
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
財
団
の
活
動
は
風
紀
を
紫
乱
す
る
危
険
性
を
つ

ね
に
伴
っ
た
。
し
か
し
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
も
含
め
て
、
こ
の
制
度
が
ド
イ
ツ
社
会
の
一
つ
の
顔
を
作
っ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
近
世
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の
終
わ
り
に
、
財
団
の
存
在
は
す
で
に
ド
イ
ツ
の
日
常
風
景
に
な
り
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
こ
こ
で
は
以
下
の
公
文
書
館
史
料
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
ド
醇
傷
Φ
ω
湿
容
霞
。
冨
ω

　
〉
零
三
く
し
u
類
§
ω
鶏
≦
①
お
（
以
下
冥
諺
霧
と
略
）
’
導
ミ
寒
さ
ミ
α
Φ
ω
穿
〉
ゆ
ω
ω
、

　
c
ウ
P
b
j
一
映
O
｝
麸
翻
妹
。
、
隠
“
篭
目
　
袋
謡
蹴
卜
織
鳶
蹴
偽
防
瀞
篤
飛
鳥
、
ミ
博
軸
黛
秘
認
聾
　
ぎ
さ
起
魎
縞
舞
恥
昏
．

　
O
ミ
器
ミ
抄
出
器
鐸
　
頴
Φ
津
b
o
”
郎
白
鷺
匿
偽
ミ
忌
恥
　
の
（
．
．
憩
§
ミ
寒
晒
§
．
．
）
」
9
　
1
吋
9

　
誉
詠
さ
§
譜
§
H
Φ
。
。
①
．
ω
望
0
9
Q
り
O
刈
。
。
、
ω
絶
傘
○
。
心
■
（
以
下
で
は
き
と
略
す
）
。
な

　
お
手
稿
史
料
の
解
読
に
あ
た
っ
て
は
、
パ
イ
ネ
布
在
住
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・

　
ロ
ー
ゼ
氏
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
ロ
ー
ゼ
氏
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

②
ハ
ン
ス
・
フ
ォ
ン
・
バ
ル
テ
ン
ス
レ
ー
ベ
ン
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、

　
ω
蝕
①
o
霞
げ
雪
’
勺
Φ
け
①
欝
繋
目
ω
α
o
「
囲
Φ
陶
0
7
Φ
＜
o
鄭
し
σ
縮
図
Φ
駆
ω
δ
げ
Φ
口
、
一
謎
”
．
砺
昏
｝
ご
駿

　
き
葛
守
“
茜
－
O
恥
恥
q
同
旨
隷
紙
袋
篭
目
映
ミ
戸
袋
き
げ
N
ω
ぴ
q
．
＜
O
湿
α
Φ
門
Q
り
け
四
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蜜
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＜
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①
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①
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．
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⑫
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涯
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．
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＜
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①
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⑭
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象
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．
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ブ
ル
ク
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生
涯
に
つ
い
て
は
、
幻
α
ヨ
舞
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巨
ω
8
抽
〉
生
誕
Φ
量
び
霞
ゆ
q
、

　
閃
H
δ
締
8
げ
（
諸
夏
N
）
く
。
算
一
貸
b
σ
象
、
ω
・
ω
ご
h
彼
の
基
金
に
つ
い
て
は
、

　
出
9
ヨ
ぴ
蟷
H
ゆ
q
ぴ
O
『
①
ω
　
い
①
ぴ
q
鋤
骨
　
h
O
N
　
ロ
一
①
　
囚
碇
O
げ
Φ
コ
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5
　
伽
Φ
「
　
Ω
「
p
o
h
ω
o
げ
Q
津

　
じ
d
一
磐
犀
①
コ
げ
億
肘
o
q
響
一
嶺
”
き
雪
ω
O
Q
O
◎
ρ

⑯
9
騨
琶
ω
9
Φ
ω
冨
蟹
け
躊
肘
頃
簿
二
巴
響
窪
∈
凱
を
巴
。
。
Φ
三
p
閃
一
①
。
馨
。
昼
5

　
凄
噌
Q
り
O
Q
¶
O
　
℃
h
母
H
芝
詳
≦
①
賦
①
α
q
臨
け
一
昌
閃
一
Φ
O
『
酢
O
風
雪
一
月
目
き
、
ω
．
◎
◎
G
Q
ρ

⑰
毎
§
§
。
這
ミ
へ
℃
．
㊧
G
。
．
卜
。
卜
。
．

⑱
卑
§
§
噌
ω
』
b
。
．

⑲
象
§
§
Q
り
』
b
。
・

⑳
寒
§
登
ω
』
b
。
・

⑳
　
中
世
の
北
ド
イ
ツ
の
大
学
の
助
成
制
度
に
つ
い
て
、
以
下
の
論
文
を
参
照
し
た
。

　
芝
臨
Φ
繍
戸
内
冨
g
ω
魑
ω
け
¢
9
①
良
σ
肘
住
①
同
琶
ゆ
Q
直
コ
ロ
ω
口
書
象
①
口
ω
畝
h
け
属
ロ
ぴ
q
①
ロ
凶
口
重
O
N
α
傷
①
虹
け
－

　
ω
o
げ
Φ
口
Q
D
叶
騨
傷
溶
口
（
一
心
■
1
一
①
．
　
｝
鶉
。
ぴ
吋
7
¢
嵩
血
Φ
贋
け
）
、
ヨ
一
U
g
o
ぼ
げ
輿
α
叶
、
国
①
ヨ
N
（
臨
ぴ
q
9
）
。

　
的
ミ
職
咋
袋
ミ
職
S
職
恩
鴨
誘
帖
ミ
卦
團
（
O
一
コ
一
Φ
Φ
ω
噛
ψ
ω
Q
Q
一
心
ρ
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葺
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郎
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ユ
ロ
、
肉
§
鳴
℃
ミ
ミ
頓
ひ
儀
蕊
ミ
ミ
N
ミ
早
ミ
鴨
憶
ミ
ミ
出
汐
ミ
、
ミ
N
瀞
ミ
欝
℃
科

　
肋
O
亀
魯
≦
幽
詳
Φ
口
び
Φ
H
Φ
q
一
㎝
ω
ρ
o
り
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閃
訟
圃
．
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コ
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郭
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話
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ρ
ρ
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⑦
ミ
蹴
ミ
軸
討
篭
ミ
鴨
儀
鳴
、
9
鴨
ご
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鳴
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馬
袋
亀
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蹴
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①
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．
ω
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⇔
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］
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．
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⑳
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⑦
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①
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①
ロ
象
帥
け
Φ
ロ
厭
。
励
O
戸
し
σ
①
ω
O
『
ぞ
O
「
α
①
田
圃
箒
　
ま
、
ω
O
一
ρ

⑱
⇔
σ
o
o
メ
閃
江
Φ
費
幽
々
α
9
＞
浮
男
臼
琴
評
ρ
ぼ
↓
譜
ミ
。
鷺
宥
隷
鴨

　
肉
§
、
§
鎚
ミ
魯
幾
蜀
じ
d
9
図
H
噌
O
d
興
｝
ぎ
6
0
。
9
。
暫
ω
．
ω
超
山
砲
o
O
’
こ
こ
で
は
、
ω
．
ω
寒

⑳
図
。
ω
ω
’
囚
巴
噛
き
ミ
ミ
§
ミ
N
職
ミ
留
澄
§
ミ
9
ミ
ミ
箪
餐
嵩
■
＜
H
■
↓
Φ
搾
b
に

　
の
6
、
ミ
N
§
§
職
き
越
卜
鴨
ミ
舞
｝
O
α
Q
。
噂
ω
」
¢
陣
公
妃
ア
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H
ω
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け
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）
噛
｝
炉

す
で
に
近
世
に
は
福
祉
と
就
学
支
援
の
分
野
で
民
間
の
支
援
財
団
が
活
発
に
動
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
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財
団
の
発
起
人
に
と
っ
て

（455）25



基
金
設
立
の
動
機
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
は
、
贈
与
行
為
、
基
金
、
発
起
人
に
対
す
る
当
時
の

社
会
的
な
評
価
一
般
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
発
起
人
に
捧
げ
ら
れ
た
追
悼
説
教
の
、
そ
れ
に
関
す
る
言
及
が
考
察
さ
れ
る
。
葬
儀
や

埋
葬
の
場
面
で
故
人
を
偲
ん
で
行
わ
れ
る
追
悼
説
教
は
、
一
六
世
紀
中
葉
か
ら
一
八
世
紀
中
葉
に
か
け
て
の
お
よ
そ
二
〇
〇
年
間
、
主
と
し
て

ル
タ
ー
派
の
世
界
に
普
及
し
た
慣
行
で
あ
る
。
そ
の
後
は
葬
儀
の
簡
略
化
の
傾
向
と
啓
蒙
王
義
の
影
響
で
廃
れ
た
。
追
悼
説
教
の
目
的
は
ひ
と

え
に
故
人
の
名
誉
を
顕
彰
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
名
誉
」
と
い
う
言
葉
は
個
々
の
追
悼
説
教
に
頻
出
す
る
鍵
概
念
で
も
あ
る
。

　
追
悼
説
教
に
は
聖
書
か
ら
の
引
用
を
ち
り
ば
め
て
神
を
称
賛
す
る
箇
所
と
故
人
の
生
涯
を
振
り
返
る
部
分
が
あ
る
。
神
の
称
賛
演
説
は
説
教

者
の
学
識
や
技
量
が
披
露
さ
れ
る
箇
所
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
故
人
の
生
涯
と
直
接
関
係
す
る
よ
う
な
具
体
的
な
話
題
は
な
い
。
生
前
の
故
人
を

偲
ば
せ
る
暗
示
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
参
列
者
に
は
わ
か
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
後
世
の
人

間
が
そ
れ
を
読
み
解
く
の
は
容
易
で
は
な
い
。
い
っ
ぽ
う
伝
記
の
部
分
は
故
人
の
生
涯
を
伝
え
る
、
個
人
情
報
が
盛
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
だ

い
た
い
は
故
人
の
出
生
、
出
自
の
紹
介
に
は
じ
ま
り
、
学
歴
や
職
歴
に
移
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
功
労
へ
と
続
き
、
最
後
は
意
外
な
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ど
詳
し
い
死
因
に
関
す
る
記
事
で
締
め
る
と
い
う
の
が
流
れ
で
あ
っ
た
。

　
お
そ
ら
く
こ
の
部
分
は
生
前
の
故
人
や
遺
族
に
取
材
し
た
と
思
わ
れ
、
彼
ら
の
意
向
が
反
映
さ
れ
や
す
い
箇
所
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
人
気
の

あ
る
著
名
な
説
教
師
の
場
合
、
説
教
師
の
創
意
が
優
先
さ
れ
が
ち
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
全
体
と
し
て
見
る
な

ら
ば
、
伝
記
の
箇
所
は
故
人
や
遺
族
の
意
向
を
強
く
反
映
し
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
第
一
義
的
に
そ
こ
に
現
れ
る
の
は
故
人
や
遺
族
の
自
己

認
識
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
参
列
者
の
視
線
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
他
者
評
価
も
少
な
か
ら
ず
混
入

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
社
会
的
な
評
価
を
反
映
す
る
可
能
性
が
あ
る
史
料
で
、
基
金
の
設
立
と
い
う
発
起
人
の
贈
与
行
為
は
ど
の
よ
う
に
語

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
基
金
の
設
立
と
い
う
話
題
が
故
人
の
名
誉
の
顕
彰
に
演
じ
た
役
割
を
間
う
。

　
第
三
章
で
紹
介
し
た
基
金
の
創
始
者
の
追
悼
説
教
で
、
基
金
の
設
立
が
詳
述
さ
れ
る
事
例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
よ
う
。
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
の

興
宮
ブ
ル
ビ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ム
は
一
五
七
二
年
に
遺
言
を
作
成
し
、
オ
ッ
フ
ェ
ン
ゼ
ン
の
教
区
と
教
会
の
た
め
に
何
が
し
か
の
遺
贈
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を
し
た
。
バ
デ
ッ
ケ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
特
別
教
区
監
督
で
牧
師
の
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ア
ウ
エ
（
生
年
不
詳
－
一
五
九
五
年
）
が
、
一
五
八
七
年
に
ク
ラ

ム
の
た
め
に
追
悼
説
教
を
行
っ
た
。
こ
の
説
教
師
に
よ
る
と
、
ク
ラ
ム
は
古
い
貴
族
家
門
の
出
身
で
、
父
は
ブ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ

ム
、
．
母
は
ア
ル
ム
ガ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
フ
ェ
ル
ト
ハ
イ
ム
と
い
っ
た
。
両
親
は
若
い
ク
ラ
ム
を
数
年
学
校
に
通
わ
せ
た
が
、
や
が
て
彼
は
「
学

校
か
ら
宮
廷
に
矛
先
を
転
じ
」
、
伯
や
大
司
教
、
公
の
宮
廷
で
自
分
の
職
務
を
果
た
し
た
。
説
教
師
に
よ
れ
ば
、
彼
は
「
凡
人
」
で
は
な
く
、

神
か
ら
「
絶
妙
な
才
」
を
授
か
っ
て
い
た
。
彼
に
は
「
思
慮
分
別
の
才
、
貴
族
の
勇
猛
な
気
風
、
真
理
、
規
律
、
美
徳
、
誠
実
」
が
見
ら
れ
る

　
　
②

と
い
う
。
こ
れ
ら
の
文
範
に
は
ク
ラ
ム
を
伝
統
的
な
貴
族
の
美
徳
に
よ
っ
て
称
え
よ
う
と
す
る
説
教
者
の
意
図
が
強
く
に
じ
む
。

　
ブ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
功
労
に
関
す
る
記
述
の
な
か
に
、
教
会
の
保
護
や
慈
善
に
関
す
る
言
及
も

あ
る
。
彼
は
何
年
も
前
か
ら
荒
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
エ
ル
パ
ー
の
説
教
壇
を
、
誠
実
に
再
建
す
る
の
を
助
け
た
。
ク
ラ
ム
は
自
分
の
所
領

か
ら
年
間
四
マ
ル
タ
ー
の
大
麦
を
提
供
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
そ
し
て
当
地
在
住
の
他
の
貴
族
も
こ
の
範
に
倣
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
救
貧
に

関
す
る
以
下
の
記
述
が
続
く
。
「
彼
は
貧
者
に
対
し
て
も
慈
悲
深
く
寛
大
で
あ
っ
た
。
毎
日
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
毎
食
、
彼
ら
に
彼
の
食
卓
か
ら

施
し
を
届
け
さ
せ
、
与
え
た
。
彼
は
わ
た
し
の
家
に
何
度
も
大
麦
を
二
、
三
な
い
し
四
ヒ
ム
テ
ン
送
っ
て
よ
こ
し
、
わ
た
し
が
こ
れ
を
挽
き
、

焼
い
て
、
在
宅
貧
者
に
配
ら
せ
る
の
を
望
ん
だ
。
彼
は
こ
れ
を
毎
年
｝
度
、
二
度
な
い
し
三
度
や
っ
た
。
彼
は
自
分
の
貧
者
や
臣
民
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
寛
大
で
慈
愛
に
溢
れ
た
。
彼
ら
に
毎
年
パ
ン
と
穀
物
の
種
を
貸
し
与
え
た
。
」
前
半
の
教
会
の
保
護
に
関
す
る
記
述
は
、
ク
ラ
ム
が
一
五
七

二
年
の
遺
言
で
遺
贈
し
た
内
容
と
は
必
ず
し
も
符
合
し
な
い
が
、
き
っ
と
事
実
に
違
い
な
い
。
一
方
で
後
半
の
貧
者
の
保
護
に
関
す
る
記
述
は
、

多
分
に
常
套
句
を
含
ん
で
お
り
、
ど
こ
ま
で
が
事
実
か
を
判
別
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
両
方
が
ク
ラ
ム
の
名
誉
を
称
揚
す
る
た
め
に

言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
こ
で
は
教
会
や
貧
者
の
保
護
に
関
す
る
実
績
は
、
量
的
に
も
質
的
に
も
追
悼
説
教
の
大
切
な
部
分

を
占
め
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
シ
ェ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
の
救
貧
院
の
た
め
の
基
金
を
創
始
し
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

た
め
に
、
一
六
七
三
年
に
牧
師
エ
ザ
イ
ア
ー
ス
・
ハ
イ
ア
ー
（
生
没
年
不
詳
）
が
行
っ
た
追
悼
説
教
を
考
察
す
る
。
最
初
に
ヴ
ィ
ル
デ
ン
シ
ユ
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タ
イ
ン
家
の
出
自
が
振
り
返
ら
れ
、
そ
の
「
貴
族
と
し
て
の
出
生
」
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
「
名
誉
の
思
い
出
」
が
紹
介
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
ル
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
家
が
シ
ュ
レ
1
ジ
エ
ン
出
身
の
亡
命
貴
族
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
彼
の
両
親
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰
が
災
い
し
て
シ

ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
の
全
所
領
を
没
収
さ
れ
、
息
子
に
勉
学
を
続
け
さ
せ
る
た
め
の
資
財
を
失
っ
た
。
両
親
の
仲
介
で
ヴ
イ
ル
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

一
六
一
六
年
ミ
ュ
ン
ス
タ
1
ベ
ル
ク
／
エ
ル
ス
の
公
妃
ゾ
フ
ィ
ー
・
カ
タ
リ
ー
ナ
の
側
用
人
に
な
っ
た
。
彼
は
一
六
二
六
年
ま
で
そ
こ
に
仕
え
、

貴
族
と
し
て
の
立
ち
居
振
る
舞
い
や
学
問
を
学
ん
だ
。
こ
れ
以
後
彼
は
有
力
者
の
宮
廷
に
出
仕
し
、
主
馬
頭
を
務
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。
一
六

四
〇
年
に
は
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
公
妃
ア
ン
ナ
・
ゾ
ブ
イ
ー
に
主
馬
頭
に
取
り
立
て
ら
れ
、
同
年
シ
ェ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
要
塞
の
隊
長
に
任

　
　
　
⑤

命
さ
れ
た
。

　
彼
の
教
会
と
貧
者
の
保
護
に
関
す
る
紹
介
は
ひ
と
き
わ
詳
細
で
あ
る
。
彼
は
、
計
画
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
だ
舗
作
の
途
上
で
あ
っ
た
市
の
教

会
の
オ
ル
ガ
ン
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
さ
い
未
納
で
あ
っ
た
小
さ
く
な
い
費
用
を
彼
は
提
供
し
た
。
当
地
の
救
貧
院
は
ク
ラ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
た
。

そ
れ
が
老
朽
化
し
て
い
た
の
で
新
し
く
改
修
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
一
二
〇
六
〇
グ
ル
デ
ン
の
基
金
を
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
貴
族
的
に
、

ま
た
慈
悲
深
く
」
付
与
し
た
。
彼
は
ク
ラ
ウ
ス
の
完
成
後
キ
リ
ス
ト
教
的
な
落
成
式
を
行
わ
せ
、
「
聖
三
位
一
体
」
と
命
名
さ
せ
、
そ
の
設
立

文
書
と
規
則
も
起
草
さ
せ
た
。
そ
し
て
彼
は
「
遺
言
で
上
級
貴
族
の
同
僚
た
ち
と
一
緒
に
、
ま
た
彼
ら
と
並
ん
で
当
然
こ
の
救
貧
院
を
特
許
状

　
　
　
　
⑥

で
保
証
し
た
」
。
三
章
で
紹
介
し
た
公
文
書
館
史
料
と
の
間
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
基
金
の
額
が
異
な
る
（
一
二
六
〇
〇
グ
ル
デ
ン
と
一
二
〇
六
〇

グ
ル
デ
ン
）
の
は
ど
ち
ら
か
の
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
で
あ
る
と
し
て
も
、
ク
ラ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
た
先
行
施
設
の
処
遇
に
関
す
る
説
明
は
両
者
で
明
ら

か
に
異
な
る
。
し
か
し
基
本
的
な
話
の
大
筋
に
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
追
悼
説
教
の
作
者
が
故
人
の
慈
善
活
動
を
強
引
に
ま
と
め
よ
う

と
し
た
結
果
生
じ
た
齪
擁
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
作
者
は
教
会
や
貧
者
の
保
護
の
た
め
の
基
金
の
設
立
を
貴
族
の
徳

目
の
｝
つ
に
数
え
て
い
る
。

　
以
上
二
つ
の
例
は
故
人
の
生
前
の
慈
善
行
為
を
名
誉
あ
る
活
動
と
し
て
高
く
評
価
し
た
。
故
人
を
偲
ぶ
会
葬
の
場
で
な
さ
れ
る
追
悼
説
教
で
、

基
金
に
よ
る
各
種
の
支
援
活
動
は
や
は
り
故
人
の
名
誉
を
高
め
る
た
め
に
積
極
的
に
言
及
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
わ
た
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し
の
調
べ
た
限
り
で
は
、
こ
の
二
つ
は
稀
有
な
例
外
に
属
す
る
。
基
金
の
創
始
者
に
対
す
る
追
悼
説
教
で
、
彼
ら
の
慈
善
に
対
す
る
評
価
は
、

慈
善
の
実
際
と
あ
ま
り
関
係
し
な
い
一
種
の
常
套
句
で
形
容
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
枢
密
顧
問
官
で
鉱
山
長
官
を
務
め
た
ブ
リ
ッ
ツ
・
フ
ォ

ン
・
ハ
イ
ム
ブ
ル
ク
は
、
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
伯
領
の
諸
教
会
と
ミ
ヒ
ェ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
修
道
院
の
た
め
に
遺
贈
を
行
っ
た
。
一
六
九
〇
年
ニ

コ
ラ
ウ
ス
・
ザ
ウ
ア
！
ヴ
ァ
ル
ト
（
一
六
～
二
八
－
一
七
二
二
年
）
が
彼
に
捧
げ
た
追
悼
説
教
で
は
、
そ
の
遺
贈
自
体
に
は
何
も
言
及
が
な
さ
れ
な

い
。
彼
の
慈
善
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
で
き
ご
と
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
至
極
～
般
的
な
形
で
語
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

彼
は
「
大
学
生
、
他
に
は
貧
者
に
対
し
て
も
」
、
い
つ
も
「
気
前
よ
く
、
親
切
で
慈
悲
深
か
っ
た
の
で
」
、
「
飢
え
た
も
の
に
食
べ
さ
せ
、
渇
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
も
の
に
飲
ま
せ
、
裸
の
も
の
に
服
を
着
せ
る
」
と
い
っ
た
調
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
か
な
り
常
套
的
で
あ
る
。

　
常
套
旬
で
あ
っ
て
も
、
あ
れ
ば
ま
だ
よ
い
ほ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
す
る
記
述
が
ま
っ
た
く
な
い
場
合
も
珍
し
く
な
い
。
枢
密
顧
問
官
で
軍

事
顧
問
を
務
め
た
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ッ
テ
ィ
ヒ
ャ
ー
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
一
七
一
九
年
に
大
学
生
ば
か

り
で
な
く
手
工
業
徒
弟
も
支
援
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
助
成
基
金
を
設
立
し
た
。
宮
廷
説
教
師
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ド
ラ
イ
ス
ィ
ッ

ヒ
マ
ル
ク
（
｝
六
七
六
－
一
七
五
〇
年
）
が
彼
に
捧
げ
た
弔
辞
に
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
故
人
が
起
こ
し
た
基
金
へ
の
言
及
が
ま
っ
た
く
な
い
。

説
教
師
は
亡
き
枢
密
顧
問
官
が
「
政
治
家
を
偉
大
に
す
る
四
つ
の
資
質
」
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
四
つ
と
は
、
一
に
「
勇
気
」
、
二

に
「
利
ロ
」
、
三
に
「
名
誉
」
、
四
に
「
良
識
」
で
あ
る
。
勇
気
と
利
口
の
つ
ぎ
に
名
誉
が
来
る
。
作
者
は
亡
き
枢
密
顧
問
官
か
ら
聞
い
た
話
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
「
名
誉
を
求
め
な
い
人
は
名
誉
に
値
し
な
い
。
」
だ
か
ら
彼
は
生
よ
り
も
名
誉
を
愛
し
た
と
。
軍
事
顧
問
に

対
す
る
追
悼
説
教
で
、
説
教
師
は
故
人
の
武
人
と
し
て
の
誉
れ
を
強
調
す
る
こ
と
に
忙
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
軍
事
顧
問
で
あ
る
彼
の
た
め

に
捧
げ
ら
れ
た
追
悼
説
教
で
は
、
助
成
基
金
を
は
じ
め
彼
の
善
行
が
話
題
に
上
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
シ
ェ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
の
無
料
の
食
卓
の
創
始
者
で
あ
る
公
妃
ア
ン
ナ
・
ゾ
フ
ィ
ー
の
た
め
の
追
悼
説
教
は
、
王
侯
の
追
悼
説
教
の
典
型
で
あ
る
。

公
妃
の
性
格
描
写
は
、
そ
の
他
の
王
侯
の
場
合
と
同
じ
く
、
父
方
、
母
方
の
高
貴
な
出
自
の
紹
介
か
ら
始
ま
る
。
世
俗
の
功
績
は
言
及
さ
れ
こ

そ
す
れ
、
取
り
立
て
て
強
調
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
シ
ェ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
の
ラ
テ
ン
語
学
校
に
対
す
る
支
援
は
、
か
な
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り
詳
し
く
紹
介
さ
れ
る
。
公
妃
は
称
賛
す
べ
き
学
校
監
督
を
行
い
、
こ
れ
を
最
期
の
時
ま
で
巨
額
の
費
用
で
継
続
し
た
ば
か
り
か
、
将
来
の
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

校
の
存
続
の
た
め
に
莫
大
な
金
額
も
手
配
し
た
。
そ
れ
は
公
妃
に
「
不
朽
の
名
誉
」
を
与
え
た
。
例
の
無
料
の
食
卓
が
公
妃
に
よ
っ
て
創
始
さ

れ
た
と
い
う
事
実
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
公
妃
の
ラ
テ
ン
語
学
校
へ
の
手
厚
い
財
政
支
援
と
い
う
記
述
に
解
消
さ
れ
て
い
る
。

公
妃
の
た
め
に
追
悼
説
教
を
行
っ
た
の
が
、
公
妃
の
実
家
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
天
帝
侯
国
の
宮
廷
説
教
師
で
、
教
会
役
員
の
バ
ル
ト
ロ
メ
ー
ウ

ス
・
シ
ュ
ト
ッ
シ
ュ
（
＝
ハ
〇
四
⊥
六
八
六
年
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
側
に
も
利
益
の
あ

る
活
動
で
あ
り
、
両
サ
イ
ド
の
懸
け
橋
に
な
り
得
る
活
動
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
は
助
成
財
団
の
創
設
に
対

す
る
社
会
的
評
価
を
読
む
場
面
で
は
な
い
。

　
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
で
学
ぶ
領
邦
出
身
の
学
生
を
支
援
す
る
大
き
な
助
成
財
団
を
創
始
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
ザ
ル
ダ
ー
の

た
め
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
教
区
監
督
の
ヨ
ハ
ン
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
（
一
五
五
九
－
一
六
ニ
草
丈
）
が
追
悼
説
教
を
行
っ
た
。
彼
は

彼
女
が
神
の
名
誉
の
た
め
に
教
会
、
学
校
、
そ
の
他
の
宗
教
施
設
を
手
厚
く
支
援
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
慈
善
基
金
を
通
じ
て
死
後
も
援
助
す
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
基
金
は
彼
女
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
徳
目
の
一
つ
と
し
て
、
現
世
的
な
名
誉
と
ま
っ
た
く
関
係
な
く
称
賛
さ
れ
る
。

し
か
し
作
者
は
そ
の
業
務
に
こ
れ
以
上
詳
し
く
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
。
作
者
の
～
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
す
べ
て
を
個
別
に
称
賛
す
る
の
は

不
要
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
当
市
（
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
…
筆
者
補
）
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
多
く
の
地
所
で
も
よ
く
知
ら

　
　
　
　
　
　
⑩

れ
て
い
る
か
ら
だ
。
」
そ
の
他
の
地
所
で
よ
く
知
ら
れ
た
活
動
と
い
う
こ
と
で
、
先
述
し
た
助
成
財
団
が
特
に
作
者
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
見
て

間
違
い
な
い
。
説
教
師
が
貴
族
の
名
誉
た
め
に
彼
ら
が
慈
善
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
具
体
的
な
内
容

を
明
か
す
必
要
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
君
侯
や
貴
族
に
と
っ
て
は
出
自
の
貴
さ
こ
そ
が
彼
ら
の
名
誉
の
源
泉
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
名
誉
を
顕

彰
す
る
の
に
、
殊
更
基
金
の
創
設
者
と
い
う
功
績
を
も
ち
だ
す
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
最
初
に
紹
介
し
た
ブ
ル
ビ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ム
と
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
イ
ル
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
ケ
ー
ス
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ム
は
彼
の
二
人
の
い
と
こ
、
フ
ラ
ン
ツ
と
ブ
ル
ヒ
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ヤ
ル
ト
と
の
係
争
に
久
し
く
苦
し
ん
で
い
た
。
彼
と
妻
ア
ル
ム
ガ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
マ
ー
レ
ン
ホ
ル
ツ
に
は
子
が
な
く
、
一
五
五
〇
年
代
以
降

い
と
こ
た
ち
と
の
間
に
相
続
を
め
ぐ
る
紛
争
が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ブ
ル
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ム
は
一
五
八
四
年
に
妻

の
老
後
の
生
活
用
資
産
を
確
保
す
る
た
め
に
文
書
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
妻
は
彼
の
死
後
エ
ル
パ
ー
か
ら
毎
年
二
五
マ
ル
タ
ー
の

大
麦
と
二
五
マ
ル
タ
ー
の
燕
麦
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
エ
ル
パ
ー
の
五
つ
の
荘
園
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
ニ
マ
ル
タ
i
、
合
計
六

〇
マ
ル
タ
ー
の
穀
物
と
、
賦
役
労
働
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
婚
の
際
に
持
参
し
た
嫁
資
の
代
わ
り
に
近
隣
の
荘
園
の
半
分
も
そ
れ
に
含
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
契
約
は
ユ
リ
ウ
ス
公
と
二
人
の
相
続
人
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ツ
と
ブ
ル
ビ
ャ
ル
ト
の
承
認
を
得
た
。

　
し
か
し
い
と
こ
た
ち
の
「
隠
居
分
」
に
対
す
る
要
求
は
そ
の
後
も
や
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
五
八
七
年
の
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ア
ウ
エ
の
追

悼
説
教
は
、
い
と
こ
た
ち
の
要
求
か
ら
ア
ル
ム
ガ
ル
ト
が
相
続
し
た
遺
産
を
守
る
と
い
う
明
確
な
動
機
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
珍
し

く
党
派
的
な
色
彩
を
帯
び
た
追
悼
説
教
で
あ
っ
た
。
説
教
師
は
説
教
中
で
い
と
こ
た
ち
と
の
紛
争
、
和
解
、
そ
し
て
彼
ら
に
対
す
る
故
人
の
赦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
に
四
度
も
触
れ
て
い
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ク
ラ
ム
は
一
五
七
二
年
に
作
成
さ
せ
た
遺
言
で
オ
ッ
フ
ェ
ン
ゼ
ン
の
教
会
と
教
区
の
た
め

に
遺
贈
を
行
っ
た
。
し
か
し
追
悼
説
教
で
は
エ
ル
パ
ー
の
説
教
壇
の
改
修
、
再
興
の
た
め
の
尽
力
が
称
え
ら
れ
た
。
寡
婦
の
隠
居
分
を
守
る
と

い
う
課
題
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
説
教
師
が
エ
ル
パ
ー
に
お
け
る
慈
善
と
い
う
話
題
を
選
択
し
た
の
も
合
点
が
行
く
。
ブ
ル
ビ
ャ
ル
ト
・

フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ム
と
彼
の
寡
婦
は
、
生
前
の
ク
ラ
ム
の
地
域
貢
献
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ

る
。　

エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
場
合
は
ど
う
か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
彼
は
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン

出
身
の
亡
命
貴
族
家
系
の
出
で
あ
っ
た
。
当
地
の
貴
族
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
、
貴
族
と
し
て
の
貴
族
の
た
め
の
地
域
貢
献
を
積
極

的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
彼
が
設
立
の
た
め
に
多
大
な
尽
力
を
払
っ
た
聖
三
位
　
体
救
貧
院
の
募
集
用
件
に
は
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ

ン
出
身
者
を
優
先
す
る
と
い
う
旨
の
文
三
口
が
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
に
捧
げ
ら
れ
た
追
悼
説
教
で
は
、
同
郷
者
を
優
遇
す
る
と
い
う
内
容
は
完
壁

に
伏
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
決
し
て
偶
然
と
は
思
え
な
い
。
追
悼
説
教
で
貴
族
の
支
援
活
動
が
詳
述
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
市
民
階
級
は
ど
う
か
。
市
民
階
級
は
特
に
助
成
財
団
を
興
し
、
支
援
活
動
に
関
与
し
た
。
し
か
し
市
民
家
系
出
身
者
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た

基
金
の
場
合
、
発
起
人
を
突
き
止
め
る
の
が
難
し
く
、
よ
し
ん
ば
突
き
止
め
た
と
し
て
も
追
悼
説
教
が
な
い
場
合
が
多
い
。
考
察
で
き
た
の
は

フ
ラ
ン
ツ
・
カ
ル
ム
と
ヨ
ハ
ン
・
カ
マ
ン
の
二
人
だ
け
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
商
人
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
ル
ム
の
た
め
に
、
一
六
五
六

年
七
月
｝
九
日
ル
タ
ー
派
の
葬
儀
が
営
ま
れ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
宮
廷
説
教
師
ブ
ラ
ン
ダ
ー
ヌ
ス
・
デ
ー
ト
リ
ウ
ス
（
一
六

。
七
－
＝
ハ
八
八
年
）
が
・
追
悼
説
教
で
故
人
の
身
上
を
紹
介
し
や
そ
れ
に
よ
る
と
フ
ラ
ン
ツ
．
カ
ル
ム
は
・
「
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の

一
市
域
ハ
！
ゲ
ン
の
都
市
貴
族
で
、
功
績
の
多
い
市
長
で
も
あ
っ
た
。
」
父
の
死
後
一
五
七
九
年
に
、
彼
は
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
。
母
の
手

で
彼
は
一
三
歳
ま
で
育
て
ら
れ
、
学
校
に
通
っ
た
。
し
か
し
彼
は
「
商
人
稼
業
に
特
別
に
憧
れ
」
が
あ
っ
た
の
で
、
一
五
九
二
年
ハ
ン
ブ
ル
ク

に
送
ら
れ
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
四
年
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
さ
ら
に
二
年
修
業
を
積
み
、
一
五
九
八
年
に
ド
レ
ス
デ
ン
に
あ
っ
た
兄
弟
の
商
会

の
支
店
に
呼
び
戻
さ
れ
た
。
一
六
〇
五
年
に
独
立
し
て
自
分
の
店
を
も
ち
、
一
六
二
五
年
ま
で
そ
れ
を
経
営
し
た
。
こ
の
年
豆
を
た
た
み
、
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
に
戻
っ
た
。

　
説
教
師
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
カ
ル
ム
の
活
動
、
と
り
わ
け
彼
の
慈
善
活
動
を
高
く
評
価
す
る
。
説
教
師
は
「
故
人
の
最
後
の
意
思
」
や

「
遺
言
」
を
参
照
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
故
人
が
死
後
に
「
教
会
、
学
校
、
救
貧
院
で
、
教
会
信
者
の
た
め
に
惜
し
み
な
く
遺
贈
す
る
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

も
り
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
証
言
す
る
。
ま
た
「
神
の
栄
光
」
の
た
め
に
彼
が
行
っ
た
こ
と
に
報
い
が
あ
る
と
い
う
。
最
後
に
説
教
師
は
カ
ル
ム

の
功
績
を
聖
書
か
ら
の
豊
富
な
引
用
で
称
え
、
敬
慶
な
、
天
福
に
預
か
っ
た
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
ル
ム
が
教
会
と
信
徒
に
多
大
な
墨
壷
を
行
い
、
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

後
も
「
不
朽
の
名
声
」
を
得
た
と
述
べ
て
彼
の
善
行
に
関
す
る
説
明
を
終
え
る
。
説
教
は
助
成
財
団
の
設
立
と
い
う
カ
ル
ム
の
慈
善
行
為
の
具

体
的
な
事
象
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
観
念
的
、
抽
象
的
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
一
般
論
に
近
い
形
で
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ

で
も
市
民
の
慈
善
は
故
人
の
名
誉
ば
か
り
か
神
の
名
誉
を
高
め
る
も
の
と
し
て
、
す
こ
ぶ
る
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
慈
善
の
徳
目
と
し
て

の
意
義
は
、
貴
族
階
級
よ
り
も
市
民
階
級
で
む
し
ろ
大
き
か
っ
た
。
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法
律
顧
問
の
ヨ
ハ
ン
・
カ
マ
ン
は
父
か
ら
私
設
図
書
館
と
助
成
財
団
を
引
き
継
ぎ
、
そ
れ
を
拡
充
し
た
。
一
六
四
九
年
、
彼
の
た
め
に
宮
廷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

説
教
師
の
ブ
ラ
ン
ダ
ー
ヌ
ス
・
デ
ー
ト
リ
ウ
ス
が
追
悼
説
教
を
行
っ
た
。
彼
の
父
方
、
母
方
の
祖
先
の
紹
介
に
は
じ
ま
り
、
学
歴
、
職
歴
の
紹

介
に
移
る
。
彼
は
一
六
〇
二
年
ま
で
聖
エ
ギ
デ
ィ
ウ
ス
教
会
の
ラ
テ
ン
語
学
校
、
さ
ら
に
聖
カ
タ
リ
ー
ナ
校
で
学
び
、
同
年
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の

学
校
に
送
ら
れ
た
。
一
六
〇
五
年
に
ヘ
ル
ム
シ
ュ
テ
ッ
ト
大
学
で
法
学
の
勉
強
を
は
じ
め
、
そ
の
後
そ
れ
を
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
、
イ
エ
ナ
、

ロ
ス
ト
ッ
ク
、
ギ
ー
セ
ン
、
ケ
ル
ン
、
再
び
ギ
ー
セ
ン
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
順
に
各
大
学
で
続
け
、
一
六
一
二
年
に
ブ

ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
市
参
事
会
に
よ
っ
て
秘
書
に
任
用
さ
れ
た
。
一
六
一
九
年
に
は
ギ
ー
セ
ン
大
学
で
法
学
博
士
を
取
得
し
た
。
一
六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

四
年
に
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
市
の
法
律
顧
問
に
任
命
さ
れ
た
。

　
彼
の
敬
神
に
関
す
る
記
述
で
も
、
帯
在
住
者
か
被
追
放
者
か
を
問
わ
ず
、
貧
者
に
対
す
る
慈
悲
と
寛
大
が
強
調
さ
れ
る
。
教
会
や
学
校
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
て
も
彼
は
寛
大
で
あ
っ
た
。
彼
は
当
地
の
三
つ
の
学
校
で
寄
贈
を
行
い
、
数
年
来
そ
れ
を
続
け
て
き
た
。
学
校
に
対
す
る
支
援
の
強
調
は
、

先
に
見
た
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
ル
ム
に
対
す
る
追
悼
説
教
と
共
通
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
紹
介
は
さ
ら
に
細
部
に
及
ぶ
。
「
彼
は
こ
れ
ら
の

学
校
の
特
別
な
パ
ト
ロ
ン
で
あ
り
、
そ
の
名
誉
教
師
で
も
あ
っ
た
。
」
事
情
が
許
せ
ば
試
験
官
と
し
て
も
立
ち
会
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ち
、
生
徒
に
対
す
る
支
援
に
話
は
移
る
。
彼
は
「
親
愛
な
る
青
年
を
勤
勉
へ
と
促
し
、
勉
学
に
お
い
て
進
ん
で
彼
ら
を
助
け
、
助
成
し
た
。
」

こ
こ
で
説
教
師
の
念
頭
に
は
、
カ
マ
ン
が
父
か
ら
継
承
し
た
助
成
基
金
が
あ
っ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
市
民
階
級
の
追
悼
説
教
で
は
、
学
校

に
対
す
る
漠
然
と
し
た
支
援
の
記
述
ば
か
り
で
な
く
、
助
成
基
金
に
よ
る
支
援
の
紹
介
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
追
悼
説
教
の
考
察
か
ら
、
基
金
の
設
立
に
対
す
る
評
価
の
大
ま
か
な
傾
向
を
二
つ
指
摘
し
た
い
。
三
章
で
見
た
よ
う
に
、
近
世
の
ブ

ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
国
の
民
聞
の
支
援
活
動
に
は
二
つ
の
重
点
領
域
が
あ
っ
た
。
教
会
や
貧
者
の
保
護
を
旨
と
す
る
福
祉
財
団
と
教
育
支

援
の
助
成
財
団
で
あ
る
。
追
悼
説
教
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
慈
善
の
徳
目
と
し
て
福
祉
財
団
の
ほ
う
が
高
く
評
価
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

第
二
に
、
市
民
階
級
の
追
悼
説
教
で
は
、
財
団
発
起
人
と
し
て
あ
げ
た
善
行
を
当
人
の
名
誉
の
た
め
に
積
極
的
に
取
り
あ
げ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

い
っ
ぽ
う
貴
族
階
級
の
場
合
は
善
行
で
は
な
く
血
統
こ
そ
が
名
誉
の
源
泉
で
あ
り
、
発
起
人
と
し
て
の
善
行
を
む
し
ろ
伏
せ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
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彼
ら
の
な
か
で
善
行
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
は
、
親
族
間
の
内
紛
を
抱
え
て
い
た
り
、
新
参
で
あ
っ
た
り
、
と
に
か
く
地
域
貢
献
を
顕

示
し
た
い
、
い
さ
さ
か
わ
け
あ
り
の
貴
族
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
追
悼
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教
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つ
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、
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以
下
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稿
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照
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近世プラウンシュヴァイク公国における財団・基金の歴史（佐々木）

終
章
　
財
団
・
贈
与
の
比
較
史
の
た
め
に

　
筆
者
は
宗
派
・
地
域
比
較
史
の
観
点
か
ら
財
団
史
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
宗
派
や
地
域
を
代
え
て
さ
ら
に
事

例
研
究
を
積
む
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
今
後
の
比
較
史
研
究
の
た
め
の
指
標
と
な
る
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
構
築
で
き
た
と
考
え
る
。

　
最
後
に
当
時
の
日
本
の
状
況
と
の
比
較
の
た
め
に
一
つ
布
石
を
打
っ
て
考
察
を
終
え
た
い
。
現
在
の
ド
イ
ツ
に
は
「
良
い
こ
と
を
し
た
ら
、

そ
れ
に
つ
い
て
語
れ
」
、
．
↓
琴
○
蕉
8
ω
§
α
お
α
Φ
α
霞
自
Φ
践
．
と
い
う
格
言
が
あ
る
。
良
い
こ
と
を
す
る
の
は
名
誉
の
た
め
で
、
そ
れ
が
人
に

知
ら
れ
な
け
れ
ば
何
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
意
昧
の
よ
う
で
あ
る
。
も
と
は
滅
多
に
良
い
こ
と
を
し
な
い
の
に
、
た
ま
に
す
る
と
鬼
の
首
で
も

取
っ
た
か
の
よ
う
に
大
袈
裟
に
吹
聴
し
て
回
る
よ
う
な
輩
を
か
ら
か
う
格
言
だ
っ
た
ら
し
い
。
い
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
転
換
が
起
こ
っ
た
の
か
は

定
か
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
考
察
結
果
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
市
民
階
級
や
わ
け
あ
り
貴
族
の
生
き
方
が
や
が
て
主
流
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
江
戸
時
代
の
日
本
の
民
間
支
援
活
動
を
支
え
た
地
方
の
豪
商
た
ち
は
、
「
陰
徳
に
陽
報
あ
り
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
し

　
　
　
①

た
と
い
う
。
名
誉
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
人
知
れ
ず
黙
っ
て
よ
い
こ
と
を
す
れ
ば
必
ず
報
い
が
あ
る
。
陽
報
に
は
い
ろ
ん
な
形
が
考
え
ら
れ

る
が
、
物
的
な
利
益
も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
よ
う
。
近
代
の
資
本
主
義
社
会
へ
の
う
ね
り
の
な
か
で
、
名
誉
を
求
め
る
善
行
は
と
か
く
実
利
に
流

れ
や
す
い
時
代
の
風
潮
に
抗
し
て
生
き
残
り
、
と
も
す
れ
ば
利
益
に
傾
き
や
す
い
善
行
は
新
た
な
時
代
の
潮
流
に
飲
み
込
ま
れ
、
磨
滅
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
考
察
を
続
け
た
い
。
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①
大
塩
、
前
掲
書
、
～
八
三
頁
以
下
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
四
～
二
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
B
）
「
東
ア
ジ
ア
と
日
本
の
「
西
洋
史
学
」
1
史
学
史
的
再
考
」
（
研
究
課

　
　
題
番
号
二
四
三
二
〇
～
四
七
）
と
、
平
成
二
六
～
二
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
C
）
門
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
贈
与
主

　
　
義
の
精
神
－
財
団
と
宗
派
化
の
学
際
的
研
究
一
」
（
研
究
課
題
番
号
二
六
三
七
〇
八
六
五
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Stiftungsgeschichte　im　Herzogtum　Braunschweig　in　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frtthen　Neuzeit

von

SASAKI　Hiromitsu

　　Das　Stiftungswesen　befindet　sich　im　gegenwartigen　Deutschland　im

Gegensatz　zum　zeitgen6ssischen　Japan　im　Wachstum．　Den　Ursprung　dieser

Entwicklung　kann　man　schon　in　der　Frtthen　Neuzeit　finden．　Aber　die

Stiftungsgeschichte　im　Deutschland　der　FrUhen　Neuziet　ist　noch　kaum

erforscht．　Es　wird　oft　darauf　hingewlesen，　dass　die　frUhneuzeitliche

Geschichte　aus　konfessions一　und　regionsvergleichender　Perspektive

aRalysiert　werden　solL　lch　halte　es　deshalb　fUr　dlese　Epoche　fttr　wichtig，

auch　die　zeitgen6ssische　Stiftungsgeschichte　unter　einem　solchen

Gesichtspunkt　zu　betrachten．　Denn　die　Zielsetzung　des　Stiftens，　so　schelnt

es，　war　sowohl　zwischen　den　unterschiedlichen　christlichen　Konfessionen　als

attch　zwischen　den　verschiedenen　Regionen　innerhalb　derselben　Konfession

jeweils　anders　gelagert．　Aus　diesem　Grund　habe　ich　mich　im　Rakmen　eiRer

Fallstudie　zunachst　mit　der　Stiftungsgeschichte　des　Luthertums　am　Beispiel

des　frUhneuzeitlichen　Herzogtums　Braunschweig　beschtiftigt，　um　damit　im

Rahmen　eines　kUnftigen　Projekts　die　europtiische　Stiftungsgeschichte　in

vergieichender　und　umfassender　Weise　zu　1〈onzipieren．

　　Die　Stiftungszwecke　lagen　im　Herzogtum　Braunschweig　traditionell　in　der

Fgrsorge　fUr　Arme，　Alte，　Kranke，　Witwen　und　WaiseR　und　in　der

Unterhaltung　von　Kirchenpersonal．　Aber　auch　die　Ausbildung　von　Studenten

und　Sch“lern　und　manchmal　auch　die　Lehre　von　Handwerkern　wurden

gef6rdert．　lch　konnte　aus　Archivalien　104　Wohlfahrts一　und　58

Stipendienstiftungen　zwischen　1500　und　1800　ermitteln．　Die　Zahl　der

Grttndungen　von　Stiftungen　in　dieser　Epoche　betrug　damit　insgesamt　162．

Aus　dem　Zensus　im　Ortsverzeichnis　geht　hervor，　dass　es　um　18eO　im

Herzogtum　Braunschweig　etwa　19e．　eeO　Bewohner　gab．　Aus　den

archivalischen　Rechnungen　und　Listen　kann　man　belegen，　dass　um　1800　29

von　den　genannten　162　Stiftungen　existierten．　Auf　10e．OeO　Bewohner　wnren

demnach　rnindestens　15　bis　16　StiftungeR　gekommen．　StiftuRgen　waren　zu
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dieser　Zelt　nicht　ungew6hnljch．　lm　Herzogtum　Braunschweig　zelgten　sich

bereits　iR　der　Fr“hen　Neuzeit　Anstitze　zu　eiBer　modernen
Stiftttngsgesellschaft．

　　Ferner　habe　ich　mich　mit　den　Leichenpredigten　fUr　die　S£ifter

auseinandergesetzt，　um　die　soziale　Funktion　des　Stiftens　zu　bewerten．　Das

Ende　des　16．　Jahrhunderts　neuentstandene　B“rgertum　und　diejenlge

Mitglieder　des　Adels，　die　sich　in　einer　schlechteren　soziaien　oder

wirtschaft｝ichen　Situation　befanden，　wollten　mit　ihren　Stiftungen　Ehre

erlangeR．　Um　Ehre　ging　es　zwar　auch　in　den　Leichenpredigten　fUr　die　den

alten　Werten　des　Standes　verbundenen　Adeligen．　Bel　ihnen　wurde

Nachruhm　jedoeh　vielmehr　dadurch　erzielt，　indem　nicht　zu　viel　von　ihren

Wohltaten　geredet　wurde．　Das　schelnt　mir　ein　ganz　zentraler　Unterschied　zu

bUrger1ichen　Stiftungen　zu　sein．　Das　StlfteR　wurde　durch　Ehre　motiviert，　ob

davon　gesprochen　wurde　oder　nicht．　Am　Ende　sei　darauf　hingewiesen，　dass

im　Laufe　der　Zeit　die　Wertvorstellungen　der　bUrgerlichen　Stifter　immer

mehr　im　Vordergrund　stehen　werden．

The　Training　of　High－Ranking　Officia豆s　in　France　in　the　Second　Half

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　of　the　Nineteenth　Century：The．4uditorat　in　the　Conseil　d’Etat

　　　　　　　under　the　Second　Empire　and　the　Third　Republic．

by

OKAMoTo　Taku

　　This　article　discusses　how　highぜanking　officials　were亀rained疑nder　the

essentiaiiy　different　poli宅ical　sys毛ems　of　Fra無ce’s　Second　E狙plre　and　Third

Republic　durlng　the　second　half　of£he　nine毛een毛h　ce航ury，　when　the　out玉至ne

of　the　publlc　emp｝oyee　system　of　mode職France　was　gradually　being
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アestablished．　The　au宅hor　takes　up　the　case　of〆1uditorat　in　the　Conseil　d’Etat，

focusing　on　the　logic　behind　the　recruitment　and　training　of　its

administrative　o登iciais，　and　has　confirmed　the　f6110wlng　points．

　　The　au宅hor　first　findsもhat毛he　Second　Emp至re　intended毛。　use　a　list　of

cand三da重es　for　auditeur　and　applica重ions　to　recrui重candidates　who　had

sufficient　capabilities，　indud圭ng　career　record　and　persona玉　character，　as

well　as出e　contributions　of　his　family　line　to　the　state，　and　possession　of
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